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～成果の検証と改善に向けた取組～ 
 

平成 27 年６月 

三 重 県 

 

１ 「平成２７年版成果レポート（案）」について 

【教育委員会関係】 

 施策２２１：学力の向上 ····································· ２ 

 施策２２２：地域に開かれた学校づくり ······················· 16 

 施策２２３：特別支援教育の充実 ····························· 20 

 施策２２４：学校における防災教育・防災対策の推進 ··········· 24 

 新しい豊かさ協創プロジェクト１： 

未来を築く子どもの学力向上協創プロジェクト ··············· 28 
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施策２２１  

 
 
 

【主担当部局：教育委員会】 

県民の皆さんとめざす姿 

さまざまな主体による教育への取組が進む中で、子どもたちに自ら課題を解決する力、他者と共に

学び高め合う力が育まれています。 

平成 27 年度末での到達目標 

学校・家庭・地域が一体となり、子どもたちの学力向上を図ることで一人ひとりが主体的に学習に

取り組み、社会人・職業人として自立するために必要な能力や態度・知識を身につけるとともに、安

心して学習できる環境の中で、充実した学校生活をおくっています。 

評価結果をふまえた施策の進展度と判断理由 

進展度 

＊ 

Ｂ 

（ある程度進んだ） 
判断理由 

県民指標が目標値をやや下回りましたが、平成 25年度

より数値が改善したことや、活動指標の達成状況を踏ま

え、「ある程度進んだ」と判断しました。 

   

 

県民指標     

目標項目 
23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 

 
現状値 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

目標達成 
状況 

目標値 
実績値 

学校に満足し
ている子ども
たちの割合 

 80.5％ 82.0％ 83.5％ 
0.97 

85.0％ 

78.7％ 78.7％ 80.4％ 81.2％  

目標項目の説明と平成 27年度目標値の考え方 

目標項目 
の説明 

県内の公立小学校５年生、中学校２年生、高等学校２年生の子どもたちを対象とする「学校

生活についてのアンケート（授業内容の理解、相談や質問ができる雰囲気、学校生活の安心

感、目的意識の有無の４項目）」の平均値から算出した、学校に満足している割合 

27 年度目標 
値の考え方 

学校に満足している子どもたちの割合については、平成 23 年度の現状値が 78.7％であり、

毎年 1.5％ずつ上昇させることを目標として設定しました。 

 

活動指標      

基本事業 目標項目 

23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 

 

現状値 

目標値 

実績値 

目標値 

実績値 

目標値 

実績値 

目標達成 

状況 

目標値 

実績値 

22101 子ども
たちの学力の定
着と向上（教育
委員会） 

授業内容を理解
している子ども
たちの割合 

 82.0% 83.0% 84.0% 

1.00 
85.0% 

81.2% 80.6% 83.1% 84.2%  

22102 社会に
参画する力の育
成（教育委員会） 

新規高等学校卒
業者が、就職し
た県内企業に、
１年後定着して
いる割合 

 
86.0% 

(23 年度) 

88.0% 
(24 年度) 

90.0% 
(25 年度) 

0.94 

92.0% 
(26 年度) 

84.4% 
(22 年度) 

84.5% 
(23 年度) 

84.0% 
(24 年度) 

84.8% 
(25 年度) 

 

 

   

       

     

学力の向上 

 

 

  

【＊進展度：Ａ（進んだ）、Ｂ（ある程度進んだ）、Ｃ（あまり進まなかった）、Ｄ（進まなかった）】 
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22103 教職員
の資質の向上
（教育委員会） 

研修内容を「自
らの実践に活用
できる」とする
教職員の割合 

 91.0% 99.0% 99.5% 

0.99 
100% 

87.8% 98.1% 98.2％ 99.0%  

22104 学びを
支える環境づく
りの推進（教育
委員会） 

1,000 人あたり
の暴力行為発生
件数 

 3.3 件 3.2 件 3.1 件 

未確定 

3.0 件 
以下 

4.0 件 4.0 件 4.7 件 集計中  

22105 私学教
育の振興（環境
生活部） 

特色化教育実施
事例数 

 85 件 90 件 95 件 

1.00 

100 件 

71 件 87 件 91 件 95 件  

 

（単位：百万円） 

 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 

予算額等 15,867 15,363 15,303 17,155 18,573 

概算人件費  133,437  135,874 130,036  

（配置人員）  (14,799 人) （14,777 人） (14,638 人)  

 

平成 26 年度の取組概要 

①県民総参加による学力向上の取組をさらに充実させるため、「フォローアップイベント」を実施（12

月）。「第４回みえの学力向上県民運動推進会議」を開催（３月）。また、家庭での読書習慣や生活

習慣等を確立するための県ＰＴＡ連合会と連携したチェックシートを活用した取組を小中学校で

実施（７月・11 月）。さらに、推進会議委員を地域で開催される研修会等に派遣（３回：伊勢市、

熊野市、木曽岬町）したほか、県政だよりやホームページの活用等による県民運動の周知・啓発を

推進 

②まなびのコーディネーター＊（50 人）を活用して、地域の教育力を生かし、子どもたちの学びを地

域で支える「みえの学び場」づくりを推進（1,819 か所（３月 31日現在）） 

③図書館司書有資格者をモデル小中学校 11 校に配置し、学校図書館を活用した授業実践への支援や

ファミリー読書の取組を推進。また、高校生の思考力・判断力・表現力等の育成を図るため、ビブ

リオバトルを活用した読書活動を推進 

④全国学力・学習状況調査（以下「全国学調」という。）の問題や結果を活用した学校全体での授業

改善の推進及び指導改善の促進等を目的とした県指導主事等の学校訪問を拡充。また、国から小学

校国語の調査官を招聘して、年４回県内全小学校を対象とした研修会・授業研究を実施。さらに、

全国学調結果等の公表のためのモデル様式を作成し、市町教育委員会や学校による保護者や地域へ

の主体的な公表・説明を促進するとともに、市町の調査分析を支援 

⑤小中学校の児童生徒の学習状況をきめ細かく把握し授業改善に生かすため、「みえスタディ・チェ

ック」を実施 

⑥授業改善モデル（平成 25 年度作成）の活用を推進。また、授業や家庭学習等で活用できるワーク

シートを作成し、その活用を推進（９つの教科別プロジェクトチームを設置）。また、実践推進校

(100 校)に対して、非常勤講師の配置や授業改善の指導助言を行う学力向上アドバイザー（５名）

を派遣 
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⑦南北に長い本県の地理的状況、東紀州地域の市町指導主事の配置状況等から県尾鷲庁舎に県指導主

事３名を駐在させ、域内全小中学校訪問により、教員の授業改善への意識を高め、きめ細かな指導

につなげる支援を行うとともに、各市町の学力向上に係る研修会や校長会、教頭会で授業改善の具

体的な方法や学校全体としての組織的な取組についての指導・助言を実施 

⑧子どもたちの教育環境の充実のため、各市町における土曜日等を活用した教育活動の実施状況、成

果や課題、効果的な取組事例等を取りまとめ、情報提供を行うなどして各市町教育委員会の取組を

支援 

⑨科学好きの裾野を広げ、探究心や創造性に優れた人材を育成するため、中学生を対象とした「第２

回科学の甲子園ジュニア」三重県予選大会を開催（８月） 

⑩高校生の基礎的・基本的な学力の定着・向上を図るため、指定校（６校）において、研究実践を進

めるとともに、効果的な指導のあり方を検討し、その指導実践例を県内高校へ普及 

⑪高校における理数教育、英語教育の充実を図るため、Mie SSH（Super Science High School）指定

校（５校）や Mie SELHi（Super English Language High School）指定校（９校）で、研究実践を

進めたほか、小中高校と連携教育モデルを構築し、その成果を報告会等により県内高校へ普及 

⑫科学的な思考力・判断力・表現力等の育成を図るため、三重県高校科学オリンピック大会を開催（11

月）。平成 28年度に本県で開催する第 10回国際地学オリンピック日本大会（主会場:三重大学）に

向けて、気運の醸成を図るとともに、国の SSH や Mie SSH、「未来を拓く科学者育成プロジェクト」

等の各事業や高大連携等を進め、地学教育を充実 

⑬Mie SPH（Super Professional High School）指定校（６校）で、職業教育の充実に向けて、学科

間連携による商品開発、若手教員の技術力向上等を図るとともに、その成果を報告会等を通じて県

内高校へ普及 

⑭「グローバル三重教育プラン」に基づき、将来のグローバルリーダーとして主体的に行動する力の

育成や英語コミュニケーション力の向上を図るため、小学校段階からの英語教育の充実や英語使用

環境の創出等に取り組むとともに、高校においては、大学・産業界等と連携したテーマ別参加型講

演会等の実施、高校生の留学支援、英語キャンプの開催、SGH（Super Global High School）指定

校（１校）における課題解決型学習等の実施、ICT 機器を活用した双方向授業の研究などの取組を

促進 

⑮小学校において、子どもたちの英語コミュニケーション能力を効果的に育成するため、３市町（鈴

鹿市、津市、玉城町）のモデル校（８校）において、フォニックスやレゴブロック等を活用した英

語指導モデルの開発に向けた実践研究の実施。また、モデル校の教職員等による連絡協議会を年３

回実施し、フォニックスやレゴブロック等の活用に関する研修等を実施。さらに、全小学校の児童

に「聞く」、「話す」を中心とした英語コミュニケーション能力の素地を養うため、県オリジナルの

英語音声教材等を作成し、全公立小学校に配付して活用を推進 

⑯小学校１、２年生での 30 人学級（下限 25 人）、中学校１年生での 35 人学級（下限 25 人）を継続

するとともに、国の加配定数を活用し、引き続き小学校２年生の 36 人以上学級を解消 

⑰児童生徒が社会人・職業人として自立するため、様々な分野で活躍する地域人材を活用し、その生

き方や価値観、勤労観・職業観に触れるとともに、自らの生き方を考える機会を創出 

⑱小・中・高校が連携した体系的なキャリア教育を推進するとともに、各高校における実践的なキャ

リア教育プログラムの策定を支援 

⑲障がいがあると考えられる生徒の社会的・職業的自立に向けた支援体制の整備及び県内事業所での

実習支援を推進 
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⑳関係機関との連携強化、就職支援相談員（12 人）による就職支援の充実により、求人や雇用機会

の維持・拡大、個別の支援が必要な生徒に対する就職支援を推進 

㉑第 25 回全国産業教育フェア三重大会開催のための準備委員会及び生徒準備委員会を設置し、プレ

イベント（10 月、県産業教育フェア）、宮城大会への視察、PR活動等を実施 

㉒県立高校において、児童生徒の実態や発達段階に応じて、結婚、子育て等のライフプランに係る講

演会等を実施するとともに、妊娠、出産の医学的知識等に係る指導内容を充実。また、公立小中学

校において、家庭生活と家族の大切さや家族の役割を考える各教科等の学習活動の充実を図るため、

教員等を対象にした講演会を開催するとともに、研修会等で実践事例を紹介 

㉓若手教員一人ひとりの実践的指導力の向上を図るため、個々の教育課題に応じた研修（「スパイラ

ル研修」）を実施（41 講座:延べ受講者数 2,468 名のうち「自らの実践に活用できる」とする教員

の割合 94%） 

㉔子どもたちの学力向上のため、教員一人ひとりの授業力の向上を図るため、経験年数の異なる教員

（初任者、６年次・経験 11 年次教員 1,011 名）が相互に学び合う「授業実践研修」（年間４回延べ

268 講座）を実施（延べ 3,739 名のうち「自らの実践に活用できる」とする教員の割合 99.7%） 

㉕「グローバル三重教育プラン」に基づき、教員の英語力・実践的指導力の向上を図るための「英語

指導力向上集中研修」を延べ 12 講座実施（うち６講座はレゴブロックを用いた演習、延べ受講者

数 577 名、「自らの実践に活用できる」とする教員の割合 95%） 

㉖市町の小中学校 16 校を重点推進校に指定し、「授業研究担当者育成研修」を実施（集合研修４回実

施、学校支援延べ 77 回） 

㉗学校等の要請に応じて出前研修（校内研修推進：延べ 16 回、学校マネジメント：延べ３回）の実

施。教員一人ひとりの授業力を向上し、授業改善につなげるため、新たに、小学校国語の問題づく

りに係る出前研修を企画・実施（２回） 

㉘道徳教育用の教材「私たちの道徳」、「三重県 心のノート」等の活用を促進するため、市町教育委

員会の担当者を対象とした道徳教育推進会議（７月、２月）等を開催し、これらの教材を活用した

実践事例を共有。また、教材の活用状況等を調査（７月）するとともに、学校訪問等による改善状

況の把握と指導助言を実施（６～３月） 

㉙いじめを許さない「絆」プロジェクトの事業推進校（29 中学校区）を指定して、プロジェクト会

議を開催（５回）し、実践交流を行うとともに、県内５小学校をモデル校として予防教育を実践。

学校におけるいじめの未然防止・早期対応、体罰の未然防止を支援。各学校において、児童生徒へ

のいじめのアンケート調査を学期に１回程度実施するとともに、９月に一斉アンケート調査を実施 

㉚スクールカウンセラーについては、小学校で 32 校増やして、514 校（小学校 320 校、中学校 158

校、高校 36 校）に配置。特に、中学校区を単位とする重点地域（15 中学校区）に配置し、小中学

校間のスムーズな連携と教育相談体制を充実・活性化。また、スクールソーシャルワーカー７名を、

各学校からの派遣要請等に基づき派遣 

㉛スマートフォンの危険から子どもを守るため、保護者による「ネット啓発チーム」を派遣するとと

もに、専門業者に委託して「ネットパトロール」を実施。また、児童生徒の情報モラルや危険回避

能力を育成するため、県内５小学校、10中学校をモデル校として、「ネット検定」を実施 

㉜生徒指導担当者及び部活動顧問を対象とした体罰防止に係る研修会を実施 

㉝子ども支援ネットワーク＊を構築し、相互が連携を密にしながら安心して学べる環境づくりを推進 

㉞高校・高専に進学する能力を持ちながら、経済的理由による修学が困難な者に奨学金を貸与。また、

大学・短大への進学に係る入学金及び授業料を納めるため、有利子の貸付金を借りた者に対し、利
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子を補助 

㉟世帯収入が一定基準未満である等の要件を満たす高校生に、授業料に相当する就学支援金又は学び

直し支援金を支給。また、高校生等の属する低所得世帯及び生活保護受給世帯に奨学給付金を支給 

㊱三重県総合博物館（MieMu）の遠足や社会見学等での利用を促進 

㊲名張桔梗丘高校と名張西高校を統合して平成 28 年４月に名張市に設置する高校について、両校の

職員等からなるワーキング会議及び専門部会において、教育内容や教育活動等を協議（ワーキング

会議 10 回、専門部会 38 回）。名張新高等学校校名選定委員会を設置し、校名を公募して、候補を

選定 

㊳「次期三重県教育ビジョン（仮称）」の策定に向け、教育改革推進会議において審議 

㊴公教育の一翼を担う私立学校の教育環境の維持が図られ、個性豊かで多様な教育サービスが充実さ

れるよう、私立学校へ経費の助成を実施 

㊵平成 27年４月から本格施行する子ども・子育て支援新制度＊において、移行を希望する私立幼稚園

の手続き等が円滑に進むよう説明会を開催するなど、私立幼稚園や市町を支援 

㊶市町教育委員会をとおして、公立幼稚園に子ども・子育て支援新制度に関する情報を提供。また、

幼稚園教員の資質向上を支援するための幼稚園教育研究協議会を開催(８月、公立幼稚園教員等約

300 名参加) 

 

平成 26 年度の成果と残された課題（評価結果） 

①家庭での読書習慣や生活習慣等を確立するため、チェックシートの集中取組期間を２回（１回目：

７月 19 日～25日、２回目：11 月１日～７日）設定し、約８割の小中学校が期間中に実施しました。

また、「県民の日記念行事」の来場者にチェックシートを配付するなど、学力向上県民運動の啓発

を行ったほか、地域で開催される研修会等に、推進会議委員２名（延べ３回）を派遣しました。さ

らに、県民総参加による学力向上の取組を推進するため、「フォローアップイベント」（12 月）を

開催し、教育関係者等約 740 名の参加がありました。また、「第４回みえの学力向上県民運動推進

会議」（３月）を開催し、県民運動の中間的な総括を行うとともに、今後の取組の方向性等につい

て議論しました。今後、「みえの学力向上県民運動」を一層充実させる必要があります。 

②まなびのコーディネーター（50 人）を各市町に配置して、1,819 か所において体験活動や読書活動

等を提供し、参加した延べ約 46,000 人の子どもの学力の素地づくりを行いました。今後とも、子

どもたちの多様な興味・関心に対応した学び場を確保できるよう、コーディネーターの研修やホー

ムページ等による情報提供を進める必要があります。 

③市町教育委員会と連携して小中学校 11 校に司書有資格者を派遣し、学習支援コーナーの設置、調

べ学習の支援など学校図書館の機能を授業に取り入れました。また、高校へのビブリオバトル（書

評合戦）の普及を推進し、県立 31 校と私立４校が地域大会（６地域）または県大会に参加しまし

た。今後も、読書活動をとおして子どもたちの感性や思考力を育み、学力の基盤を築くことが必要

です。 

④平成 26 年度全国学調結果については、全ての教科において、３年連続して全国の平均正答率を下

回り、特に、小・中学校ともに国語で大きな課題があります。そのため、国から小学校国語の調査

官を招聘して、年４回県内全小学校を対象とした研修会・授業研究を実施しました。また、全国学

調結果等の公表では、全ての市町及び全ての小中学校（小規模で個人が特定される恐れのある学校

を除く）で何らかの形で公表を行いました。県では２町に対して全国学調結果の分析支援をしまし

た。さらに、小学校を中心に県指導主事等による学校訪問（257 校/378 校）を行い、実態把握をす

6



るとともに、全国学調結果の危機意識の共有、校長のリーダーシップによる組織的な取組を促進し

ました。引き続き、学校・家庭・地域が一体となって、子どもたちの学力向上に取り組む必要があ

ります。 

⑤「みえスタディ・チェック」の実施率は、７月実施（試行）では約６割、年度内（10・11 月、２・

３月）では約８割であり、結果分析を市町教育委員会及び小中学校にフィードバックしました。ま

た、授業や家庭学習等で活用できるワークシートを作成し、ホームページへの掲載と活用の働きか

けを行いました。今後、各小中学校での全国学調、みえスタディ・チェック及びワークシート（以

下「３点セット」という。）の活用を徹底する必要があります。 

⑥学力の定着に課題を抱え主体的に課題改善に取り組む実践推進校(100 校)に対して、学力向上アド

バイザーの派遣は学力の底上げに有効であることから、非常勤講師の配置や授業改善の指導助言を

行う学力向上アドバイザー（５名）を派遣しました（実践推進校への派遣： 732 回、実践推進校

以外への派遣：46 校 102 回）。今後、さらに、非常勤講師や学力向上アドバイザーによる３点セッ

トの活用等の学力向上のための総合的な取組を進めます。 

⑦県教育委員会事務局内に「学力向上緊急対策チーム」を設置（10 月）するとともに尾鷲市駐在と

して指導主事を配置し、学力向上の取組を横断的・一体的に推進しました。また、尾鷲市駐在指導

主事の東紀州地域の研修会等への支援(11 回)等、学力向上の取組が充実するよう支援しました。

さらに、尾鷲市駐在指導主事の校内研修会等への支援(48 回)での指導・助言により、教員の意識

を高め、学習指導要領に基づく授業改善の必要性を周知しました。あわせて、東紀州地域全ての公

立小中学校の訪問(小学校 36 校、中学校 18校、小中 131 回)や校長会等で、児童生徒の実態に対す

る危機感を共有しました。今後、前年度周知した授業実践への学校全体の組織的な取組をより一層

充実させる必要があります。 

⑧県内における土曜日の授業等の成果や課題等を把握し、市町及び学校における土曜日等を有効に活

用した教育活動を一層充実させるため、土曜日の授業に係る調査結果を取りまとめ、市町教育委員

会に周知しました。今後は、学校・家庭・地域等が連携して、子どもたちの教育環境の一層の充実

を図る必要があります。 

⑨「第２回科学の甲子園ジュニア」三重県予選大会に、23 校 45 チーム 135 名の中学生の参加があり

ました。今後さらに大会の周知を図り、科学好きの裾野を広げ、探究心や創造性に優れた人材育成

の充実につなげる必要があります。 

⑩高校生の基礎的・基本的な学力の定着・向上を図るため、指定校６校による合同研究協議会等を実

施（５月、７月、12 月、２月）し、同様の課題を抱える学校間で協議を進めました。今後は、学

校間のネットワークづくりや効果的な授業展開の研究を進めます。 

⑪Mie SSH 指定校（５校）において、大学等と連携した講習会やセミナー、フィールドワーク、最先

端技術の研究を行う施設・研究室等での研修、高校生が企画する小中学生向け理科教室を実施しま

した（松阪高校：科学体験講座７回、桑名高校・上野高校：中学生体験講座各１回、神戸高校：高

校講座１回）。Mie SSH 指定校（５校）と SSH 指定校（２校）による生徒研究成果発表会を開催し、

各校の取組を共有するとともに、生徒のプレゼンテーション力等を高めました。Mie SELHi 指定校

（９校）で、小中学校及び大学等と連携した先進的な取組を共有するとともに、取組の成果を広く

指定校外の学校に普及させました。また、みえイングリッシュフォーラムを開催し、各校の特色

を生かした発表を行いました。次年度は、両事業とも最終年度を迎えることから、県内へ広く普

及させる方策を検討する必要があります。 

 

7



⑫第 10 回国際地学オリンピック日本大会を目指す生徒を育成するために、三重大学で開催される勉

強会（９回）に中高生 27 名が参加し、１名が第７回日本地学オリンピック予選を突破して本選に

出場しました。今後は、参加する生徒をさらに増やすとともに、本選を突破し、国際大会に出場で

きる力を育成する必要があります。 

⑬Mie SPH 指定校において、技能五輪全国大会へ向けた研修（四日市農芸高校）、課題研究における

ロボット開発（伊勢工業高校）、大学と連携した高度な資格取得への取組（四日市商業高校）、学科

が連携した活動（伊賀白鳳高校、相可高校）、商品の知的財産化に関する研究（津商業高校）に取

り組みました。また、職業系専門学科 11校を指定し、「専門高校生による小中学生チャレンジ講座」

を実施しました。今後も、指定校における研究実践の成果についての合同発表及び研究協議を行い、

実践成果の普及を行うとともに、各研究会での情報共有等を行う必要があります。 

⑭グローバル人材を育成するため、大学教授等によるテーマ別参加型講演会、大学生や留学生を交

えたディスカッションなどを行う「みえ未来人育成塾」を実施しました（主に夏季休業中に４回）。

県内の高校生の留学について、長期留学５名（国費３名、県費２名）、短期留学 42 名（国費 33

名、県費 9 名）への支援を行いました。英語キャンプを実施し、120 名（小学生 44 名、中学生

37 名、高校生 39 名）が参加しました。SGH 指定校において、大学や企業と連携し、課題設定型学

習、英語ディスカッション講座や海外短期派遣等を通じて、グローバル化社会で主体的に活躍でき

る人づくりを進めており、この取組の成果を広く県内の学校に普及させる必要があります。タブレ

ットパソコンを活用した協働学習や双方向型の授業等、ICT を活用した新たな学びの手法を構築す

るため、亀山高校にタブレットパソコンを配置しました。今後も、主体性、共育力、語学力を育む

取組を推進する必要があります。 

⑮小学校の英語教育については、モデル校の教職員等を対象とした連絡協議会を年３回実施し、フォ

ニックスやレゴブロック等活用した指導方法に関する研修を行いました。今後も、モデル校の取組

状況に応じたきめ細かい指導・助言を行う必要があります。また、小学生向け英語音声教材「Joy Joy 

MIEnglish（ジョイ ジョイ ミーイングリッシュ）」（８月作成）をホームページに掲載（アクセス

数約 1,700 回（平成 27 年３月末現在））するとともに、音声教材の CD 及び指導マニュアルの冊子

を全公立小学校に配付し、活用を推進しました。今後は、本教材の計画的な活用への働きかけや、

具体的な活用方法等を紹介する必要があります。 

⑯小学校１、２年生での 30 人学級（下限 25 人）、中学校１年生での 35 人学級（下限 25 人）を継続

することで、平成 26 年５月１日現在、小学校１年生では 90.5％、２年生では 90.0％の学級が 30

人以下となり、中学校１年生では 92.8％の学級が 35 人以下となりました。また、国の加配定数を

活用し、引き続き小学校２年生の 36 人以上学級を解消しました。引き続き、子どもたちの実態や

各学校の課題に応じた教員定数の配置に努める必要があります。 

⑰NPO と連携し、「しごと密着体験」を実施（県内の延べ 52 の事業所で、児童生徒 183 人が参加）し

ました。今後、参加する児童生徒を増やす必要があります。 

⑱キャリア教育プログラムの高校での策定を支援するため、出前講座を実施（16 回）するとともに、

キャリア教育プログラム策定ガイドブックを作成しました。今後、学校や地域の実情に応じた体系

的なプログラムの策定が進むよう支援する必要があります。 

⑲障がいがあると考えられる生徒の就職支援体制を整備するため、県立高校と関係機関の担当者が相

互の取組について情報交換を行う就職支援連携会議を開催しました（４回）。今後も、関係機関と

連携を図り、就職支援を進める必要があります。 

⑳各高校においては、教員や就職支援相談員が新規高校卒業者の就職した事業所を訪問し、卒業生の
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就業状況の把握や卒業生への激励等を行い、職場定着に取り組みました。今後は、事業所と一層連

携し、職場定着に向けた課題や卒業生の離職状況の把握等を進めるとともに、職場定着を見据えた

在校生へのキャリア教育をさらに推進する必要があります。 

㉑第 25 回全国産業教育フェア三重大会の開催に向けて、地元経済団体等関係者で組織する準備委員

会を設置するとともに、企画や運営に関する検討を進めるため、生徒準備委員会及び教職員で組織

する幹事会、運営委員会等を開催しました（準備委員会：２回、運営委員会：２回、生徒準備委員

会：８回）。今後は、広く県民や産業界に向けて、大会内容を PRする必要があります。 

㉒ライフプラン教育への取組として、県立高校では、結婚や子育て等をテーマにした講演会（10 校）、

保育実習等（12 校）や産婦人科医等専門家の派遣等（21 校）を実施するとともに、高校生向けリ

ーフレットを作成・配付しました（県立高校の全生徒対象）。今後は、学校教育全体を通じて性に

関する指導が効果的に展開されるよう研修の機会を増やすとともに、作成したリーフレットの授業

等での活用を推進する必要があります。また、公立小中学校では、教員等を対象に専門的な外部講

師による講演会を開催しました（参加者約 100 名）。今後は、幼児教育から小学校教育への接続の

観点から、公立幼稚園等の教員等を対象とした取組を進める必要があります。 

㉓若手教員対象の研修については、授業づくりや学級づくり、生徒指導等の基礎的な知識・スキルの

向上を図りました。研修での学びが以後の教育実践につながるよう、特に「コミュニケーション力」

や「同僚と協働する力」等を育むための研修プログラムの検討を進める必要があります。 

㉔授業づくりの基礎を学ぶ「授業実践研修」については、校種や教職経験の異なる者から学べること

から、受講者数が増加しており、研修の運営方法や研究協議の進め方等の改善が必要です。 

㉕「グローバル三重教育プラン」に基づいた「英語指導力向上集中研修」により、英語の実践的指導

力や英語力の向上を図りました。研修内容が、教員の英語力を高め、子どもたちの学力向上につな

がるよう、より実践的で継続的な授業改善の取組にする必要があります。 

㉖「授業研究担当者育成研修」により、教員の資質向上と各学校の校内研修の活性化につなげました。

今後、県内全ての市町に重点推進校を広げる必要があります。 

㉗「出前研修（校内研修推進、学校マネジメント、小学校国語問題づくり）」において、授業研究を

中心とした研修を実施し、学校支援の充実につなげました。今後も、学校の要請に応じて出前研修

を実施する必要があります。 

㉘国調査及び県独自調査（７月）の分析結果等より、三重県の道徳教育の重点課題として、「私たち

の道徳」の持ち帰りの徹底と家庭・地域での活用及び学校関係者評価を活用した道徳教育の充実、

「私たちの道徳」及び「三重県 心のノート」の年間指導計画に基づく計画的・継続的な活用、道

徳教育推進教師を中心とした指導体制の充実の 3点を掲げ、管理職セミナー等で取組の充実を要請

し、学校訪問により改善状況を確認しました。さらに、道徳教育推進会議（２回）、において、「私

たちの道徳」「三重県 心のノート」の効果的な実践事例の共有、学習指導要領の方向性を踏まえた

改善・充実のための取組等について情報を共有しました。今後も、重点課題の改善に市町教育委員

会と連携して取り組む必要があります。 

㉙いじめを許さない「絆」プロジェクトの事業推進校（中学校 29 校、小学校 79 校）において、アン

ケート調査等に基づく児童生徒の実態把握、実態に応じた対策、その分析などの、PDCA サイクル

による取組を進めました。また、プロジェクト会議を５回開催し、各校の具体的な取組等の交流や、

専門家による指導助言を受け、日常の教育実践に生かしました。このことにより、課題の情報共有

による取組の改善が進み、支援が必要な児童生徒が減少するなどの成果がありました。今後、いじ

めだけでなく、不登校や暴力行為等の問題行動全体に取組を生かす必要があります。 
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㉚暴力件数については、児童間や生徒間の暴力の増加が見られ、特定の児童生徒が暴力行為を繰り返

す傾向があり、要請に応じて、生徒指導特別指導員やスクールソーシャルワーカーを派遣し、学級

や学校が落ち着くなどの成果がありました。児童生徒や保護者の面談のほか、事例検討会や校内研

修など、状況に応じて、スクールカウンセラーの効果的な活用計画を立て、取組を進めました。今

後はさらに、小学校段階における不登校やいじめ等の問題行動への未然防止、早期対応を図る必要

があります。 

㉛「ネット啓発チーム」による保護者対象の「ネット啓発講座」を小中学校等 44 校で開催しました

（対象保護者等 2,825 名）。ネット問題の最新情報を取り入れて啓発講座の内容に生かす必要があ

ります。また、「ネット検定」をモデル校（小学校５校、中学校 10 校）で年間２回実施し、その実

態に応じた指導を実施しました。今後、実施校を増やして、取組を広める必要があります。ネット

検索については、プロフやブログ、ツイッター等への書き込みで対応が難しい事案はありませんで

した。ネット利用について、生徒自身が自主的に考え、自分の問題として捉えられるよう取り組む

必要があります。 

㉜前年度の体罰報告結果を受けて作成した体罰防止指導資料「体罰の根絶に向けて」等を活用した校

内研修を実施し、コンプライアンス意識等の確立を図りましたが、今後も、体罰の未然防止や再発

防止を目的とした研修会を行う必要があります。 

㉝子ども支援ネットワーク指定中学校区では、「放課後学習会」や「夏休み地域学習会」、「親子星空

ウォッチング」、「漁業農業体験学習」など地域の特色を生かした活動に取り組みました。指定中学

校区も含め、115 中学校区に子ども支援ネットワークが構築されましたが、さらに多くの中学校区

へ、教育的に不利な環境のもとにある子どもの自己肯定感を高める取組を拡げる必要があります。 

㉞修学奨学金の貸与について、予約採用（中学３年時に予約）で 199 名、通常採用（高校入学後）で

188 名を新たに奨学生として採用し、基準を満たす申込者は全て採用しきました。また、緊急採用

でも 10 名を採用し、家計の急変等にも対応しました。今後は、返還が困難な状況の返還者に配慮

した制度を構築することが必要です。 

㉟教育費負担軽減制度の円滑導入を果たすため、就学支援金担当者向け説明会及び奨学給付金担当者

説明会をそれぞれ開催しました。今後は、制度の適切な運用がなされるよう、高校への支援を継続

する必要があります。 

㊱小学校 169 校、中学校 35 校が遠足や社会見学等で三重県総合博物館(MieMu)を訪れ、三重県の自然

と歴史・文化の「多様性」やその魅力について学習しました。さらに、博物館の利用を促進するた

め、遠足や社会見学等での活用に加えて、郷土教育と関連づけた取組等を市町教育委員会と連携し

て進める必要があります。 

㊲平成 28 年４月に名張市に設置する名張青峰高校について、教育課程、英語運用能力や情報利活用

能力の育成に係る教育活動、設置する部活動等、開校に向けた協議を行い、決定した内容をリーフ

レット等により地域の中学生や保護者に発信しました。引き続き、生徒指導や進路指導等の方針や

入学者選抜等について検討するとともに、学校の特色や魅力がしっかりと伝わるよう中学生等に発

信することが必要です。 

㊳「次期三重県教育ビジョン（仮称）」の策定については、三重県教育改革推進会議において審議を

進めており、総合教育会議において平成 27 年度中に策定する「教育の振興に関する総合的な施策

の大綱」を踏まえるとともに、みえ県民力ビジョン次期行動計画とも整合を図りながら策定を進め

る必要があります。 
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㊴公教育の一翼を担う私立学校の教育環境の維持が図られ、個性豊かで多様な教育サービスが充実さ

れるよう、引き続き、私立学校への支援や保護者等の経済的負担の軽減を行う必要があります。 

㊵一部の私立幼稚園が子ども・子育て支援新制度＊に移行することになりました。 

㊶幼稚園教育研究協議会において、幼小のスムーズな接続について実践事例の交流を行いました。今

後は、幼稚園と小学校が連携した取組が一層充実するよう、具体的な取組事例の紹介を行うなど、

引き続き支援する必要があります。また、就学前児童の発達段階に応じた生活習慣等の確立に向け

た取組も必要です。 

 

平成 27 年度の改善のポイントと取組方向 

【教育委員会 次長 山口 顕 電話：059-224-2942】 

○①「みえの学力向上県民運動」の一層の充実を図るため、チェックシートを活用したキャンペーン

期間を２回から３回に拡充し、実施後の有効活用の促進により、家庭での読書習慣や生活習慣等

の確立の一層の充実を図ります。また、地域で開催される研修会等への推進委員の派遣を積極的

に行います。みえの学力向上県民運動の成果の検証を行う「成果発表県民大会」を開催（12月頃

予定）するとともに、第５回みえの学力向上県民運動推進会議（３月頃予定）を開催します。 

②学び場の活動について、ホームページや推進会議等を通じて優良事例等の紹介を行うことにより、 

コーディネーター間での情報の共有や連携、高等教育機関等の教育資源の活用を図り、子どもたち 

の多様な興味・関心に応えた活動としていきます。 

○③平成 27 年４月から施行した「第３次三重県子ども読書活動推進計画」に基づき、家庭、地域、学

校等における読書環境の整備、読書機会の提供、読書活動の啓発の３つの観点に沿った取組を、市

町教育委員会、高校等や家庭と連携して、社会全体で促進し、子どもの読書への興味・関心、意欲

の向上を図ります。 

○④平成 26 年度全国学調の結果を踏まえ、各教科の平均正答率や無解答率等の課題解決のため、市町

教育委員会と危機感を共有し、校長のリーダーシップに基づく学校全体としての組織的な取組を推

進し、全小学校を含む約 400 校の学校訪問を積極的に行います。また、校長研修会を実施し、校長

のリーダーシップによる授業改善や地域と連携した教育活動を充実するための組織的な取組を促

進します。さらに、３点セットの全小中学校での浸透を図るなど、学力向上の取組を組織的に進め

るため、県教育委員会指導主事等による学校現場での授業実践を行います。加えて、全国学調の自

校採点の分析による早期からの授業改善の促進や、国の調査官を招聘しての講演会や授業研究の地

域別開催により、教員の指導力向上を進めます。調査結果については、定量的な方法による公表、

学校質問紙調査の公表についても促進し、課題を共有することで、学校・家庭・地域が一体となっ

て子どもたちの学力向上に取り組みます。 

○⑤「みえスタディ・チェック」については、実効性を高めるため、現場の声や他県の状況等を踏まえ、

原則年１回（小５、中２のみ２月にも実施）とし、全ての小中学校での実施・活用を徹底します。

また、ワークシートを冬季休業までに約 1000 本に拡充し、３点セットを一体として活用すること

を促進し、相互の関連問題を整理して提示します。 

⑥実践推進校の非常勤講師の活用や学力向上アドバイザー等の派遣により、３点セットの活用や、テ

ィーム・ティーチング、習熟度別少人数の推進による、組織的・継続的な授業改善を支援します。

また、学習指導要領を踏まえた授業改善につなげるため、教職員が全国学調の問題を解き学校全体

で共有することや、全国学調やスタディ・チェックの問題を複数回・再実施すること等により、学

習内容の定着状況を把握します。さらに、学校や児童生徒の課題に応じ、非常勤講師を効果的に活
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用し、小学校５年生、中学校２年生の国語、算数・数学を中心としたティーム・ティーチングや習

熟度別少人数指導等を計画的に実施します。 

○⑦東紀州地域において尾鷲市駐在職員が中心となって、市町教育委員会との連携を密にし、学習指導

要領に基づく授業改善が進められるよう情報を共有するとともに、校内研修に課題のみられる学校

への重点指導を行います。また、市町教育委員会と連携して効果的に取組を進めるための支援体制

について検討を進めます。 

⑧市町での土曜日の授業等の実施状況を把握し、取組の成果や課題の整理等を引き続き進めます。ま

た、県内の公立小中学校における土曜日の授業等の効果的な事例を紹介するなど支援を行います。

さらに、土曜の課外学習、土曜学習も含め、放課後や土曜日、長期休業期間等を活用し、学校・家

庭・地域等の連携の下で、子どもたちの教育環境の充実につながる取組について支援を行います。 

⑨科学好きの裾野を広げ、探究心や創造性に優れた人材を育成するため、「科学の甲子園ジュニア」三

重県予選大会の周知を図り、参加校等がさらに増えるよう市町教育委員会などへ働きかけます。 

⑩高校生の基礎的・基本的な学力の定着・向上を図るため、研究指定校や教育課程研究指定校等にお

ける授業改善など、実践研究の充実を図るとともに、その成果を普及啓発します。県立高校教員に

よる先進的な講義を行う「進学対策 HYPER 講座」を引き続き実施し、高い志を持って学習に励む高

校生の主体的に学び続ける意欲や態度の醸成を図ります。 

⑪Mie SSH 指定校、Mie SELHi 指定校、Mie SPH 指定校における組織的な取組を指定校以外の学校へ

普及させるため、指定校の教員が発表する成果報告会の充実を図ります。 

⑫三重大学等と連携し、第 10 回国際地学オリンピックに参加する生徒の育成や、ポスター等の配付、

シンポジウムの開催等により、広く中高生や県民に大会を PR します。また、国際科学オリンピッ

クに挑戦する気運を高めるため、自然科学に関するセミナーやシンポジウム等を開催します。 

○⑬グローバル人材を育成するため、「みえ未来人育成塾」の実施、高校生の留学、英語キャンプ、英

語インセンティブ拡大等の取組の充実・改善を図ります。SGH 指定校において、大学や企業と連携

し、社会課題についての討議や課題設定型学習、英語ディスカッション講座や海外短期派遣等を進

めるとともに、得られた取組の成果を県内の学校で共有します。高校における ICT を活用した新た

な学びの手法を構築するため、研究校において成果の検証を進めます。 

⑭モデル校の教職員の英語指導力向上のため、フォニックス及びレゴブロックを活用した指導方法に

関する研修を引き続き計画的に実施します。また、レゴブロックの活用について、限られた時間内

でできる効率的な活動等を提案します。各モデル校の取組状況を定期的に把握し、学校全体の取組

となるよう、また学校に応じた適切な支援ができるよう市町教育委員会担当者とさらに連携します。 

小学生向け英語音声教材については、本教材の計画的な活用を働きかけるとともに、具体的な活用

方法等を紹介します。 

⑮小学校２年生以降の学級編制標準の引き下げについて、引き続き国に要望するとともに、子どもた

ちの実態や各学校の課題に応じた教員定数の効果的な配置に努めます。 

⑯各高校のキャリア教育プログラムの策定を進めるため出前講座を行うとともに、キャリア教育実践

事例集を作成します。 

⑰各学校段階を通した体系的なキャリア教育を充実していくため、小中高校の連携を進めるとともに、

地域・産業界と協働した取組を推進します。 

⑱第 25 回全国産業教育フェア三重大会の PR 活動に取り組み、県民や産業界等への周知を図ります。

また、地元経済団体等関係者と文部科学省・全国産業教育振興中央会等から構成される実行委員会

を組織し、高校生が達成感を味わうとともに、県民の産業教育への関心を高めるよう取り組みます。 
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○⑲ライフプラン教育推進のため、結婚、子育て等について考える機会となるよう、高校生向けリーフ

レットの授業等での活用を促進します。また、発育・発達や健康課題に対応した性に関する指導の

進め方等について、教職員等を対象にした講演会を開催します。小中学校においては、家庭生活と

家族の大切さや家族の役割を考える授業づくりに向けて、教員を中心とした研修機会の一層の充実

を図ります。また、公立幼稚園の教員等を対象に、幼児が生活をとおして、家族の愛情に気付き、

家族を大切にしようとする気持ちを育めるよう、専門的な外部講師を招聘して講演会を開催するな

ど、少子化対策の一助となる取組を進めます。 

⑳教職２～３年次研修については、受講者が個々の教育課題やニーズに応じた研修を選択することが

できるよう、研修内容の充実に努めます。 

㉑小学校における英語教育の中核となる教員及び中・県立学校のすべての英語教員を対象として、「英

語教育推進リーダー中央研修」（文部科学省）の内容を普及するとともに、実践的な英語指導力、

英語力の向上を図る新たな悉皆研修を実施します。 

㉒研修企画担当者会を年３回開催するなど、市町教育研究所との連携をより密接にするとともに、ブ

ロック別研修の中心テーマを「学力向上」とし、その内容の充実を図ります。 

㉓授業改善に向けた校内研修の活性化が図られるよう、「授業研究担当者育成研修」をより実践的な

研修プログラムに改善するとともに、県内の学校に研修成果を普及します。 

㉔学校が組織的に授業改善に向けた取組を推進できるよう「出前研修（校内研修推進、学校マネジメ

ント）、小学校国語の問題づくり）」を実施します。 

○㉕「私たちの道徳」及び「三重県 心のノート」の活用等の学校の取組の改善状況を踏まえ、市町教育

委員会と連携して、道徳教育推進教師を中心とした体制づくりや学校関係者評価等の活用による学

校・家庭・地域が一体となった取組を推進します。また、教科化の本格実施に向けて、市町教育委

員会に情報提供を行います。さらに、実施状況の調査や改善策の提案等を行うため、有識者や関係

者等による懇談会の設置について、検討を進めます。 

㉖不登校やいじめ等の問題行動の未然防止に向けて、児童生徒の実態把握を基盤とした PDCA サイクル

による集団づくりの取組を継続します。不登校やいじめ等の問題行動への未然防止、早期対応を図

るため、小学校段階からスクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーの活用を促進するた

め、教職員の研修を充実させます。スクールカウンセラーを各中学校区に配置し、いじめの未然防

止や早期発見、早期対応を図るとともに、必要に応じてスクールソーシャルワーカーや、複数の専

門家で編成するサポートチームを学校に派遣し、いじめの解決に取り組みます。また、「いじめ防止

条例（仮称）」の制定について、関係部局との連携のもと検討を進めます。 

○㉗国の「スクールカウンセラー等活用事業」を活用して、学校教育相談体制の充実を図り、小学校を

中心にスクールカウンセラーの配置を拡充するとともに、中学校区単位での配置時間数の調整など、

より柔軟な運用を行います。また、子どもの貧困対策への対応や不登校、いじめなどの未然防止・

早期対応に向けて、市町教育委員会及び各学校と連携して、スクールカウンセラーやスクールソー

シャルワーカーなどが連携してチームで対応する体制をさらに充実させます。 

㉘スマートフォン等のネット利用に関する問題について、自ら解決していこうとする力を育成するた 

め、意見交換や討論を行う高校生サミットを開催します。また、日々変化を続けるネット問題に対 

応するため、保護者向けの「ネット啓発講座」やネットの現状を把握する「検索、監視等」、児童 

生徒の情報モラル等の向上を図る「ネット検定」を継続して実施します。 

㉙体罰根絶の取組として、校内における体罰防止に係る研修の促進や生徒指導担当者、部活動指導者 

をはじめとする教職員を対象とした研修会を実施して教職員のさらなる意識の向上を図ります。 

13



㉚新たに８指定中学校区に子ども支援ネットワークを構築し、教育的に不利な環境のもとにある子ど 

もを支援する活動に取り組みます。さらに、市町教育委員会と連携し、指定中学校区の優れた取組 

をもとに他の中学校区への普及を図ります。 

○㉛修学奨学金の返還猶予制度に新たな要件（妊娠・出産・産休・育休に関する項目）を設けること等 

により奨学金事業を充実させ、進学を希望する中学生や、高校・高等専門学校に在学する生徒が経 

済的理由により進学や修学を断念することがないよう、安心して学べる環境の整備を図ります。 

㉜高校等における教育費の保護者負担軽減を図るため、就学支援金事業等を継続するとともに、 

マイナンバー制度への対応等申請手続きの簡素化について検討します。 

㉝三重県総合博物館(MieMu)と連携し、博物館への教材「三重の文化」の配架や「ふるさと三重かるた」 

の体験コーナーの設置、「ふるさと三重かるた」を活用したかるた大会の開催等により、博物館の利 

用を一層推進します。 

㉞名張青峰高校について、平成 28年４月の開校に向けて引き続き必要な準備を進めるとともに、教育

内容や教育活動の特色・魅力が中学生等に十分に理解されるよう、リーフレットや体験入学・説明

会等を通じて発信します。 

㉟本県教育の目指すべき姿とその実現に向けた施策の方向性を示す「次期三重県教育ビジョン（仮称）」 

を平成 27年度中に策定します。 

㊱私立学校の教育環境の維持が図られ、個性豊かで多様な教育サービスが充実されるよう、引き続き、 

私立学校への支援や保護者等の経済的負担の軽減を行います。 

㊲公教育の一翼を担っている私立幼稚園において、建学の精神に基づく個性豊かで多様な教育が推進 

されるよう支援するとともに、子ども・子育て支援新制度への移行を希望する私立幼稚園に対し、 

円滑に移行できるよう支援します。 

㊳国の子ども・子育て支援新制度、幼保一体化の動向を注視しながら、引き続き、幼稚園教育の充実 

に資する研修会等を開催します。また、就学前児童の発達段階に応じた生活習慣等の確立に向けて、 

家庭への啓発を行います。 

 

＊「○」のついた項目は、平成 27年度に特に注力するポイントを示しています。 
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施策２２２  

 
 
 

【主担当部局：教育委員会】 

県民の皆さんとめざす姿 

子どもたちの学びと育ちを支えるため、家庭や地域と連携した開かれた学校づくりが進み、学校･

家庭･地域が一体となって教育に取り組む社会が形成されています。 

平成 27 年度末での到達目標 

それぞれの地域において、開かれた学校づくりの取組が進められ、家庭や地域と連携した学校運営

や教育活動が展開されています。 

評価結果をふまえた施策の進展度と判断理由 

進展度 

＊ 

Ａ 

（進んだ） 
判断理由 

県民指標の数値目標を達成するとともに、全ての活動

指標において目標値を達成していることから、「進んだ」

と判断しました。 

   

活動指標      

基本事業 目標項目 
23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 

 
現状値 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

目標達成 
状況 

目標値 
実績値 

22201 地域
とともにあ
る学校づく
りの推進 

(教育委員会) 

学校関係者評価

により学校運営

や教育活動への

保護者や住民等

の参画を進めて

いる県立学校の

割合 

 40.0％ 88.0％ 100％ 

1.00 

100％ 

― 81.2％ 100％ 100％  

県民指標     

目標項目 
23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 

 
現状値 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

目標達成 
状況 

目標値 
実績値 

学 校 関係 者
評 価 やコ ミ
ュニティ･ス
ク ー ルな ど
に 取 り組 ん
で い る学 校
の割合 

 93.0％ 97.0％ 100％ 

1.00 

100％ 

90.0％ 95.3％ 100％ 100％  

目標項目の説明と平成 27年度目標値の考え方 

目標項目 
の説明 

学校関係者評価やコミュニティ･スクールなど、保護者や住民等が学校運営や教育活
動へ参画する仕組みを取り入れている学校の割合 

27 年度目標 
値の考え方 

保護者や地域住民等の参画度合いを高めていくにあたり、平成 27年度に全ての公立
学校が地域に開かれた学校づくりの仕組みを取り入れていることを目標として設定
しました。 

 

   

       

     

地域に開かれた学校づくり 

 

 

 

  

【＊進展度：Ａ（進んだ）、Ｂ（ある程度進んだ）、Ｃ（あまり進まなかった）、Ｄ（進まなかった）】 
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基本事業 目標項目 
23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 

 
現状値 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

目標達成 
状況 

目標値 
実績値 

22202 地域
で支える教
育活動の推
進 

（教育委員会） 

教材「三重の文

化」を活用した

中学校の割合 

 80.0％ 85.0％ 90.0％ 

1.00 

100％ 

― 61.9％ 88.8％ 92.9％ 
 

 

（単位：百万円） 

 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 

予算額等 36 40 36 35 34 

概算人件費  99 55 44  

（配置人員）  (11 人) (6 人) (5 人)  

 

平成 26 年度の取組概要 

①コミュニティ・スクールを導入した学校数は 56 校（小学校 39 校、中学校 15 校、高校２校）となり、

前年度より１校増加 

②学校支援地域本部事業＊を実施している学校数は 224 校園（小学校 154 校、中学校 53校、幼稚園 17

園）となり、前年度より 26 校園増加 

③市町教育委員会を対象に「開かれた学校づくり推進協議会」を地域別に開催し、先進事例について 

の情報交換や、課題解決のための協議を実施（４地域各１回） 

④コミュニティ・スクール等の実践経験のある退職校長や学校運営協議会委員等(７名)を、「開かれた

学校づくりサポーター」として学校や地域の研修会等に派遣（22回） 

⑤子どもたちの教育環境の充実のため、市町における土曜日等を活用した教育活動の実施状況、成果

や課題、効果的な取組事例等を取りまとめ、情報提供を行うなどして市町の取組を支援 

⑥「地域による学力向上支援事業」では、保護者や地域住民等で構成する「学校支援地域本部」が中

心となり、教員経験者や大学生等の地域住民が、主に平日に授業での学習支援、放課後の学習指導

等を行う市町の取組を支援。また、「地域による土曜日等の教育支援事業」では、土曜日等に教員

経験者や大学生等の地域住民が学習支援や体験活動等を行う市町の取組を支援 

⑦「補習等のための指導員等派遣事業」では、教員経験者や大学生等の地域住民が授業や放課後、長

期休業期間中に補充的・発展的な学習等の指導を行う市町の取組を支援 

⑧学校関係者評価の質を高めるため、学校関係者評価研修会を実施 

⑨保護者や地域住民等による学校関係者評価を全ての県立学校に導入し、学校関係者の学校運営への

参画を促すとともに、評価結果に基づく改善活動を支援 

⑩教材「三重の文化」の指導事例（12 事例）を県教育委員会のホームページで紹介するとともに、「ふ

るさと三重かるた」を公立の幼稚園、小中学校に配付してその活用を促進し、幼児児童生徒が、郷

土を愛し、誇りと自信をもって発信できる力を育成。また、中学生が郷土への愛着を持ち、積極的

に自らの考えを英語で発信する力の育成をねらいとし、「郷土三重を英語で発信！～ワン・ペーパ

ー・コンテスト～」を実施（応募数：54校 1,080 作品） 

⑪「ふるさと通信 VOL.２ 知ろう 語ろう 熊野古道」を県内の国・公・私立の小学校（５・６年生）、

中学校、高校、特別支援学校（小学部５年生以上）の全児童生徒（約 14万４千人）に配付し、授業

等での活用を推進 

⑫郷土三重への興味・関心を高めるため、「郷土の文化財」の学習を推進 
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平成 26 年度の成果と残された課題（評価結果） 

①開かれた学校づくりサポーターを学校や地域に派遣し、取組の推進に向けた助言を行いました（22 

回）。今後、コミュニティ・スクールや学校支援地域本部の取組の充実・拡大のため、積極的なサポ

ーターの活用を市町に働きかけるとともに、「開かれた学校づくり推進協議会」を地域別に開催し、

取組の情報交換や課題の解決方策についての協議を深める必要があります。 

②平成 26年度は、土曜日の授業が 22 市町で実施され、学力の向上、伝統、文化的な行事、道徳の時

間等で活用されました。今後は、土曜日の教育活動（土曜日の授業、土曜の課外授業及び土曜学習

をいう。以下同じ。）はもとより、放課後や長期休業期間等も一層活用し、学校・家庭・地域等の

連携の下で、子どもたちの教育環境の充実を図る必要があります。 

③学校関係者評価研修会を実施し、学校関係者や教職員が実践事例を通して学校関係者評価について

の理解を深めました。今後、より多くの学校関係者や教職員が理解を深め、学校関係者評価の質を

高めるよう、継続的に研修を実施する必要があります。 

④平成 25年度の学校関係者評価等をもとに、県立学校が地域の関係者とともに進める改善活動に対し

て支援しました（支援校：17 校）。今後も、改善活動が適切に実施されるよう支援を行う必要があ

ります。 

⑤県立高校の活性化については、「県立高等学校活性化計画」（平成 25 年３月策定）に基づいて取り組む

とともに、少子化が大きく進行すると予想される地域（伊勢志摩・伊賀・紀南）に、保護者・地域の教

育関係者・教員代表等からなる協議会を設置し、地域の声を聞きながら、活性化の方策やあり方を検討

しています。今後もこれらの取組を進める必要があります。 

⑥中学校における教材「三重の文化」の活用率は約９割、幼稚園及び小・中学校における「ふるさと

三重かるた」の活用率は約８割でした。今後、効果的な活用事例の収集・普及等をさらに進める必

要があります。 

⑦身近な地域や三重県に関わる文化財学習教材を活用した「郷土の文化財」の学習を推進しました。

今後も、より郷土の文化や文化財に興味・関心を高められるよう働きかける必要があります。 

 

平成 27 年度の改善のポイントと取組方向 

【教育委員会 次長 山口 顕 電話：059-224-2942】 

○①コミュニティ・スクール等の取組は学力向上等にも効果があることから、小中学校でこれらの仕組

みづくりを進め、学校支援活動が一層充実するよう、その成果を市町と共有し、連携して取組を進

めます。 

 ②「開かれた学校づくり推進協議会」を地域別に開催し、効果的な実践事例を普及するとともに、市

町と課題解決のための協議を行います。また、市町や学校へ開かれた学校づくりサポーターを積極

的に派遣したり、コミュニティ・スクールの視点を研修に位置づけたりするなど、取組の充実・拡

大を支援することで、地域や学校の状況に応じた開かれた学校づくりの取組を一層推進します。 

③県立学校における学校関係者評価に基づく改善活動を支援します。また、より多くの学校関係者や

教職員が、学校関係者評価の目的や実施内容について理解を深め、効果的に実施されるよう、研修

会の内容の充実を図ります。 

④県立高校の特色化・魅力化を進めるため、引き続き「県立高等学校活性化計画」に基づいて県立高校の

活性化に取り組むとともに、地域協議会において、地域住民や教育関係者と十分に協議しながら、教育

環境の整備を進めます。 
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○⑤平成 27 年度は全ての市町で土曜日の授業が実施される予定であり、実施回数は、月１回程度（年

間８回程度）が 20 市町と一番多くなっています。引き続き土曜日の授業の実施状況を把握し、取

組成果の普及を図るとともに、コミュニティ・スクールや学校支援地域本部、補習等のための指導

員等派遣事業、地域による土曜日等の教育支援事業等の活用に向けた情報提供や助言を含む支援を

通じて、市町と連携して、土曜日の教育活動はもとより、放課後や長期休業期間を活用した児童生

徒の学力向上等のための取組を推進します。 

○⑥教材「三重の文化」や「ふるさと三重かるた」、「ふるさと通信」（Vol.３を作成予定）の授業等での

効果的な活用事例を収集し、普及するとともに、三重県総合博物館(MieMu)との連携により「ふるさ

と三重かるた」を活用したかるた大会を開催するなど、郷土教育の一層の拡大を図ります。 

⑦出前授業や体験イベントを実施し「郷土の文化財」の学習を一層推進します。 

 

＊「○」のついた項目は、平成 27年度に特に注力するポイントを示しています。 
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施策２２３  

 
 
 

【主担当部局：教育委員会】 

県民の皆さんとめざす姿 

障がいに対する理解が進み、子どもたちが、障がいの有無に関わらず、互いに尊重し合う感性を、

幼少時から育むことができる教育環境が形成されています。 

平成 27 年度末での到達目標 

障がいのある子どもたちの教育的ニーズを的確に把握し、早期からの一貫した指導と支援の充実を

図ることで、子どもたちが安心して学習できる環境の中で、自立と社会参加に向けて必要な力を育ん

でいます。 

評価結果をふまえた施策の進展度と判断理由 

進展度 

＊ 
Ｂ 判断理由 

 すべての指標において、平成 26年度の目標値に概ね到

達することができ、特別支援教育の推進が着実に進んで

いることから、「ある程度進んだ」と判断しました。 

   

 

県民指標     

目標項目 
23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 

 
現状値 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

目標達成 
状況 

目標値 
実績値 

県立特別支援
学校高等部卒
業生の進学及
び就労率 

 30.0％ 30.0％ 30.0％ 

1.00 

30.0％ 

34.2％ 38.7％ 34.8％ 40.9％  

目標項目の説明と平成 27年度目標値の考え方 

目標項目 
の説明 

県立特別支援学校高等部卒業生に占める進学および一般企業就労者の割合 

27 年度目標 
値の考え方 

平成 22 年度末の進学率は 3.2％、就労率は 22.2％となっています。一方、全国にお
ける県別の特別支援学校就労率（国・私立含む）において、本県は全国中位にあり、
上位（３分の１以内）に入るためには現状より５ポイント向上させた 27％の就労率
が必要です。そこで進学者の割合を３％、就労率を 27％と考え、特別支援学校にお
ける進学および就労率を 30％と設定しました。 

 

活動指標      

基本事業 目標項目 
23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 

 
現状値 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

目標達成 
状況 

目標値 
実績値 

22301 特別支

援教育の推進

（教育委員会） 

個別の教育支援

計画*を作成し

ている県立高等

学校の割合 

 50.0％ 60.0％ 80.0％ 

0.91 

100％ 

31.0％ 41.1％ 56.9％ 72.4％  

 

   

       

     

特別支援教育の充実 

 

 

 

  

【＊進展度：Ａ（進んだ）、Ｂ（ある程度進んだ）、Ｃ（あまり進まなかった）、Ｄ（進まなかった）】 
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基本事業 目標項目 
23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 

 
現状値 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

目標達成 
状況 

目標値 
実績値 

22302 就労の実

現（教育委員

会） 

県立特別支援学
校で職業に係る
コース制を導入
している学校数 

 ３校 ５校 ７校 

1.00 

８校 

２校 ３校 ５校 ７校  

22303 学習環
境の整備（教育

委員会） 

暫定校舎の教室
数 

 10 教室 ８教室 ８教室 

1.00 

０教室 

18 教室 ８教室 ８教室 ８教室  

（単位：百万円） 

 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 

予算額等 2,019 1,073 1,341 2,302 1,949 

概算人件費  10,144 10,556 10,287  

（配置人員）  (1,125 人) (1,148 人) (1,158 人)  

 

平成 26 年度の取組概要 

①情報引継ぎツールであるパーソナルカルテ*を活用し、発達障がいを含む障がいのある全ての幼児児

童生徒への就学前から卒業までの一貫した教育支援体制を推進（パーソナルカルテ推進強化市町とし

て 11 市町を指定） 

②特別支援教育を推進する中心的な役割を担う人材を育成するため、小中学校及び県立学校の教員を対

象とした特別支援教育連続講座（シードプロジェクト）を実施（８回 20講座） 

③適切な就学を支援するため、市町と必要な情報を共有するとともに、指導・助言を実施したほか、「教

育支援の手引き」の作成及び活用を促進 

④医療的ケアを必要とする児童生徒が安定した状態で教育活動に参加できるよう、また、付き添う保護

者の負担を軽減するため、教員等による医療的ケアを実施 

⑤高等部生徒の進路希望を実現するため、外部人材であるキャリア教育マネージャー（１名）及びキャ

リア教育サポーター（６名）を活用して、生徒の可能性や強みを企業に提示する提案型の職場開拓を

実施 

⑥職業に係るコース制を導入する特別支援学校を拡大（７校） 

⑦職業教育の充実を図るため、ビルメンテナンス協会や企業及び関係機関と連携した検定を実施 

⑧児童生徒が安全に安心して通学できるようスクールバスを運行するとともに、児童生徒の増加及び車

両の老朽化に対応するためのスクールバスを整備 

⑨高校に在籍する発達障がいのある生徒を支援するため、発達障がい支援員を活用した巡回相談や医師、

言語聴覚士等の専門家チームの派遣を行うとともに、個別の教育支援計画等の作成及び活用を促進 

⑩「県立特別支援学校整備第二次実施計画（改定）」に基づき特別支援学校の整備を推進 

⑪今後の三重県における特別支援教育のあり方を示す「三重県特別支援教育推進基本計画」を策定 

 

平成 26 年度の成果と残された課題（評価結果） 

①パーソナルカルテの作成及び活用を進めるため、パーソナルカルテ推進強化市町を指定し、指導・助

言や財政支援を行いました。活用実績のなかった７市町の作成及び活用が進み、29 市町全てにおい

て活用されました。また、中学校から高校への支援情報の引継ぎを、試行的に実施しました。引き続

 

   

       

     

21



き、パーソナルカルテを活用した円滑な情報の引継ぎを促進するため、今後も、市町の取組状況を把

握し、指導・助言を行うなど連携を進める必要があります。 

②特別支援教育連続講座（シードプロジェクト）を８回実施しました。市町及び県立学校の教員等 47

名が受講し、特別支援教育に係る専門性の向上を図りました（講座満足度：平均 80％以上）。引き続

き、講座内容の充実を図り、教員の専門性の向上に取り組む必要があります。 

③就学事務等担当者説明会及び就学支援担当者連絡会議を開催するとともに、「教育支援の手引き」を

作成し活用を周知することで、市町と連携した適切な就学支援を行いました。今後も、「教育支援の

手引き」の活用を進め、適切な就学を支援する必要があります。 

④医療的ケアの実施により、児童生徒が安定した状態で教育活動に参加し、付き添う保護者の負担を軽

減しました。また、教員と常勤講師（看護師免許所有）が、安全に医療的ケアを実施するために必要

な知識と技能を身に付けるため、スキルアップ研修会（２回）を実施しました。今後も、実施校と連

携してサポート体制の充実を図る必要があります。 

⑤県教育委員会にキャリア教育マネージャー（１名）を、事業所就労希望者の多い特別支援学校にキャ

リア教育サポーター（６名）をそれぞれ配置し、生徒の可能性や強みを企業へ提示する提案型の職場

開拓を実施しました（職場開拓数 4,343 回）。また、職場実習での評価や雇用の可能性について検討

する就労支援会議（11 回）や、障がい者雇用に係る関係機関との連携会議を開催しました。これら

の取組により就労希望生徒全員（98 名）の事業所就労を実現しました。今後も、生徒の進路希望の

実現に向けて、職場開拓を進める必要があります。 

⑥高等部生徒の進路希望を実現するため、職業に係るコース制を新たに２校で導入しました。また、担

当者会議において、職業適性アセスメント及び「特別支援学校におけるキャリア教育の手引き」の有

効な活用について周知するとともに、職業教育の位置付けや作業学習の内容について協議しました。

引き続き、コース制の導入に向けた教育課程の改編や職業教育充実のための授業改善等による組織

的・系統的なキャリア教育を進める必要があります。 

⑦清掃技能検定（２回７校）及び今年度より接客サービス技能検定（２回４校）を実施し、作業学習等

で身に付けた知識、技能及び態度のさらなる向上を図りました。また、農福連携による取組では、特

別支援学校への農業普及指導員の派遣により、野菜の栽培技術の習得を図りました（９回５校）。引

き続き、企業及び関係機関と連携した技能検定や職場実習を実施し、職業教育の充実を図る必要があ

ります。 

⑧特別支援学校の児童生徒が、安全で、心身的にも安定した状態で通学できるよう、42 台のスクール

バスを運行しました。また、県有リフトバスを運行し児童生徒の体験学習を充実しました。さらに、

児童生徒の増加や車両の老朽化に対応するため、大型バス１台を導入するとともに、リフト付きバス

１台を更新しました。今後も、児童生徒が安全に安心して通学する手段として、スクールバスを運行

する必要があります。 

⑨高校に在籍する発達障がいのある生徒を支援するため、発達障がい支援員（５名）を活用した巡回相

談（44校 392 回）を実施しました。また、「高等学校支援ハンドブック」を活用した研修（58 校のう

ち 44 校で実施）や、個別の教育支援計画等の作成及び活用についての研修を実施するなど、教員の

発達障がいに係る支援のスキルの向上につなげました。引き続き、発達障がいのある生徒の支援につ

いて教員の専門性の向上を図り、高校の特別支援教育を充実させる必要があります。 

⑩「県立特別支援学校整備第二次実施計画（改定）」に基づき、くわな特別支援学校普通特別教室棟、

杉の子特別支援学校石薬師分校作業実習棟を増築しました。また、計画的に市町等関係機関及び特別

支援学校を訪問し、情報共有及び連携を図りながら、特別支援学校の整備を着実に進めました。さら

に、三重県こども心身発達医療センター（仮称）に併設する特別支援学校のセンター的機能の役割や
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効果的な支援方法等について協議し、課題を明らかにしました（センター的機能充実検討会議２回開

催）。今後は、「三重県特別支援教育推進基本計画」に基づき、円滑な整備に向けて関係機関との連携

や情報共有を進める必要があります。 

⑪三重県教育改革推進会議での審議、関係部局との調整及びパブリックコメントの実施等を経て、「三

重県特別支援教育推進基本計画」を策定しました。平成 27 年度から、同計画に沿って、施策を推進

する必要があります。 

 

平成 27 年度の改善のポイントと取組方向 

【教育委員会 次長 山口 顕 電話：059-224-2942】 

○①パーソナルカルテを活用した円滑な情報の引継ぎをさらに促進するため、市町の取組状況を把握し、

指導・助言を行うなど連携を進めます。また、中学校から高校への支援情報の引継ぎについて、着実

な試行の実施と課題の検証を行います。 

②教員の特別支援教育に係る専門性の向上を図るため、特別支援教育連続講座（シードプロジェクト）

を実施するとともに、新たな研修制度の仕組みや内容等について検討を進めます。 

③「教育支援の手引き」を活用した適切な就学支援が行われるよう、就学事務等担当者説明会等を通し

て市町と情報共有を図るとともに、指導・助言を行います。 

④医療的ケアを必要とする児童生徒が、安定した状態で教育活動に参加できるよう、スキルアップ研修

会等を通して情報共有や専門性の向上を図り、実践校と連携したサポート体制の充実に努めます。 

○⑤特別支援学校高等部生徒の進路希望を実現するため、キャリア教育マネージャー等の外部人材を活用

し、生徒の可能性や強みを企業に提示する提案型の職場開拓を行うとともに、関係部局、関係機関等

と障がい者の就労に係る情報を共有します。 

⑥職業に係るコース制を導入する特別支援学校を８校に拡大します。 

⑦職業教育を充実させるため、企業と連携した検定を実施します。また、農福連携による農業分野での

職場実習や三重県総合文化センター「フレンテみえ」内に設置された「Cotti 菜（こっちな）」での

職場実習などの取組を推進します。 

⑧児童生徒が安全に安心して、心身的にも安定した状態で通学でき、学習活動に参加することができる

よう、スクールバスを適切に運行します。 

⑨高校における特別支援教育を充実させるため、発達障がい支援員や専門家による巡回相談を実施する

とともに、「高等学校支援ハンドブック」の活用を促進し、個別の教育支援計画の作成率を高めます。

また、県教育委員会における特別支援教育に係る相談窓口の体制づくりを進めます。 

○⑩「三重県特別支援教育推進基本計画」に基づき、インクルーシブ教育システム構築のための特別支援

教育を推進するとともに、特別支援学校の整備を円滑に進めるため、市町等関係機関及び特別支援学

校と情報共有及び連携を図ります。 

 

＊「○」のついた項目は、平成 27年度に特に注力するポイントを示しています。 
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施策２２４  

 
 
 

【主担当部局：教育委員会】 

県民の皆さんとめざす姿 

子どもたちが、災害対応能力を身につけるとともに、大規模地震や津波、風水害などの自然災害へ

の対策が十分に行われた、安全で安心して学習できる環境が形成されています。 

平成 27 年度末での到達目標 

東日本大震災で明らかとなった学校防災の課題をふまえた防災教育・防災対策が行われ、子どもた

ちが安全で安心して学習できる環境の中で学校生活をおくっています。 

評価結果をふまえた施策の進展度と判断理由 

進展度 

＊ 
Ｂ 判断理由 

県民指標が目標にはおよばなかったものの、実施率に

一定の進捗がみられたことから、「ある程度進んだ」と判

断しました。 

   

 

県民指標     

目標項目 
23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 

 
現状値 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

目標達成 
状況 

目標値 
実績値 

地域と連携し
た避難訓練等
を実施してい
る学校の割合 

 63.0％ 76.0％ 88.0％ 

0.92 

100％ 

― 64.9％ 73.2％ 80.8％  

目標項目の説明と平成 27年度目標値の考え方 

目標項目 
の説明 

自主防災組織や地域住民等と連携した避難訓練等を実施している学校の割合 

27 年度目標 
値の考え方 

平成 27 年度末までに、全ての学校において、地域と連携した避難訓練等を実施していること
を目標に設定しました。 

 

 

活動指標       

基本事業 目標項目 
23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 

 
現状値 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

目標達成 
状況 

目標値 
実績値 

22401 防災教

育の推進 

（教育委員会） 

防災ノート等を活

用した防災教育を

実施している学校

の割合 

 100% 100% 100% 

1.00 

100% 

― 98.3% 100% 100%  

22402 防災教

育の推進 

（教育委員会） 

学校防災のリーダ

ーが中核となり防

災に取り組んでい

る学校の割合 

 50.0% 100% 100% 
1.00 

100% 

― 99.7% 100% 100%  

 

   

       

     

学校における防災教育・防災対策の推進 

 

 

 

 

  

【＊進展度：Ａ（進んだ）、Ｂ（ある程度進んだ）、Ｃ（あまり進まなかった）、Ｄ（進まなかった）】 
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基本事業 目標項目 
23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 

 
現状値 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

目標達成 
状況 

目標値 
実績値 

22403  防災対

策の推進 

（教育委員会） 

県立学校の非構造

部材*の耐震対策

実施率 

 10.0% 20.0% 50.0% 

0.35 
100% 

― 4.1％ 13.5% 17.6%  

 

（単位：百万円） 

 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 

予算額等 2,288 1,596 1,576 940 1,717 

概算人件費  126 129 115  

（配置人員）  (14 人) (14 人) (13 人)  

 

平成 26 年度の取組概要 

①児童生徒等が、自分の命を自分で守れるよう、全ての公立小中学校及び県立学校において、防災ノ

ートを活用した学習の実施を促進 

②防災ノートの見直しを行い、小学生（低学年）版・小学生（高学年）版・中学生版・高校生版の４

種類の改訂版を作成（旧版は３種類）して、小・中・県立学校の新入生及び小学校の新４年生にな

る児童生徒を対象に配付。加えて外国語版についても、ポルトガル語、スペイン語、中国語、タガ

ログ語、ビザイヤ語を作成し配付 

③学校防災リーダー等教職員を対象に、学校における防災計画の見直しや指導計画作成等の研修会と、

体験型防災学習の実践研修会を開催（９会場） 

④学校における体験型防災学習や地域と連携した防災の取組を進めるため、防災マップづくりや地域

住民等との合同避難訓練、防災学習等を行う学校に対する支援を実施 

⑤生徒の防災意識を高めるため、「子ども防災サミット inみえ」（平成 24 年度）からの交流を継続し、

宮城県の中学生や教職員を三重県に招き、防災学習を実施（８月） 

⑥県立学校施設の非構造部材の耐震対策について、早期の完了に向け、指摘箇所の耐震対策を継続実

施。屋内運動場等の吊り天井等落下防止対策については、６月から 10 月にかけて 71 校で点検調査

を実施した結果、71 校 132 棟に対策を要することが判明（※上記の耐震対策実施率は計画策定時の

考え方により算出した数字。平成 25 年８月に文部科学省から屋内運動上等の天井等落下防止対策を

平成 27 年度中に完了するよう要請があったことから、平成 26 年度に調査点検を行ったところ、こ

れまで対策済みであった学校の中にも未対策となる学校がある。） 

⑦公立小中学校施設の安全性確保を目的に、校舎等の建物や非構造部材の耐震対策、老朽化対策、防

災機能強化のための対策を市町が実施する場合、補助制度の活用等について積極的に情報提供と助

言を実施 

 

平成 26 年度の成果と残された課題（評価結果） 

①防災ノートの見直しを行い、小学生（低学年）版・小学生（高学年）版・中学生版・高校生版の４

種類の改訂版を作成（旧版は３種類）して、小・中・県立学校の新入生及び小学校の新４年生に配

付しました。また、ポルトガル語、スペイン語、中国語、タガログ語、ビザイヤ語を作成し対象児

童生徒に配付しました。今後は、防災ノートを活用した防災教育がより一層充実するよう取り組む

必要があります。 
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②教職員を対象とした研修については、初任者、６年次、経験 11 年次、新任管理職の研修に防災教育

の内容を盛り込んで実施したほか、学校防災リーダー養成研修を実施しました。これまで３年間に

わたり学校防災リーダーの養成に取り組んできましたが、今後は、学校防災リーダーを中心に学校

における防災教育・防災対策をより一層推進していく必要があります。 

③県立学校や市町教育委員会の要請に基づき、学校における防災学習等の支援を 179 校で実施しまし

た。体験型防災学習等の支援の要望が多いことから、引き続き支援する必要があります。また、地

域と連携した防災学習や訓練等の実施について、さらに取組を進める必要があります。 

④宮城県内３市町３校の中学生、教職員 12 名が三重県を訪れ、三重県内３市の中学生、教職員 112 名

と防災学習に取り組みました（８月４日～６日）。交流を通じて培った成果を、県内の防災教育・防

災対策につなげる必要があります。 

⑤県立学校施設の非構造部材の耐震対策については、早期の完了を目指して、引き続き指摘箇所の耐

震対策を進めています。特に屋内運動場等の天井等落下防止対策については、点検調査の結果、指摘の

あった 71校 132 棟の対策を計画的に実施する必要があります。 

⑥公立小中学校施設については、市町において計画的に建物の耐震化を進めていますが、財政事情や

統廃合等の理由から平成 27 年度に耐震化が完了しない市があります。また、非構造部材の耐震対策

は、全ての市町において屋内運動場等の天井等落下防止対策の実施や検討を行うなどの取組が進み

ましたが、財政事情等により、平成 27 年度に全ての耐震対策が完了するのは困難な状況です。 

 

平成 27 年度の改善のポイントと取組方向 

【教育委員会 副教育長 信田 信行 電話：059-224-2942】 

①全ての公立小中学校及び県立学校において、防災ノートを活用した学習が定着していることから、

防災ノートを活用した学習がより効果的に実施されるよう、学校現場の意見を踏まえ、防災ノート

や指導者用資料の見直しを図ります。 

②学校における防災教育・防災対策をより一層推進していくため、「みえ防災・減災センター」と連携

して、学校防災リーダー等教職員を対象とした研修内容の見直しや、研修時数を増やすなど充実を

図ります。 

○③市町教育委員会や県・市町防災担当部局等と連携して、学校と自主防災組織等を結びつけるなど、

地域と連携した防災学習や防災に関する訓練等の推進に取り組みます。 

④児童生徒等の防災意識や災害対応能力の向上を図るため、被災地との交流を活かした防災学習や体

験型防災学習・防災訓練などの、学校における防災教育を支援します。 

○⑤県立学校施設の屋内運動場等の天井等落下防止対策をはじめとする非構造部材の耐震対策について、

早期の完了を目指して、計画的に実施します。 

⑥公立小中学校施設については、市町に対して耐震化推進の必要性や国の財政的支援制度についての

情報提供を積極的に行い、補助制度活用の際には事業内容の確認を行うなど、市町と連携を密にし

て耐震対策が進むよう支援を行うとともに、引き続き市町に対する財政措置が拡充されるよう国に

要望します。 

 

＊「○」のついた項目は、平成 27年度に特に注力するポイントを示しています。 
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【主担当部局：教育委員会】 

新しい豊かさ協創１ 未来を築く子どもの学力向上協創プロジェクト 

 
 
 
 

プロジェクトの目標 

子どもたちが、自らの夢の実現をめざし、主体的に学び、自信と意欲、高い志を持って輝く未来を切り

拓
ひ ら

いていく力とともに、他者との関わりの中で、共に支え合い、新しい社会を創造していく力を身につけ

ています。 

この実現に向け、４年後には、学校・家庭・地域が一体となって、県民総参加で子どもたちの学力

向上を支援する取組が進められるとともに、各学校では、教職員の授業力の向上などにより継続的な

授業改善が行われ、子どもたちがわかる喜びや学ぶ意義を実感して学習できる環境づくりが進んでい

ます。 

評価結果をふまえたプロジェクトの進展度と判断理由 

進展度 

＊ 

Ｂ 

（ある程度進んだ） 
判断理由 

目標を下回る実践取組があるものの、プロジェク

トの数値目標を達成したことから、「ある程度進ん

だ」と判断しました。 

   

 

プロジェクトの数値目標     

目標項目 
23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 

 
現状値 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

目標達成 
状況 

目標値 
実績値 

授業内容を理
解している子
どもたちの割
合 

 82.0％ 83.0％ 84.0％ 
1.00 

85.0％ 

81.2％ 80.6％ 83.1％ 84.2％  

目標項目の説明と平成 27年度目標値の考え方 

目標項目 
の説明 

県内の公立小学校５年生、中学校２年生、高等学校２年生で学校の授業内容が「よくわかる」
「だいたいわかる」と回答した子どもたちの割合 

27 年度目標 
値の考え方 

平成 23 年度の現状値は 81.2％であり、過去５年間で年平均約 0.96％の増加がありました。
今後、これまで以上に子どもたち一人ひとりの学習状況や学習環境に応じた計画的・継続的
なきめ細かな指導や学校と家庭・地域が連携した取組が必要となります。これらの取組を着
実に進めることにより、年間約１％ずつの増加をめざし、４年後の目標値を 85.0％と設定し
ました。 

 

実践取組の目標      

実践取組 実践取組の目標 
23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 

 
現状値 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

目標達成 
状況 

目標値 
実績値 

「県民総参加
による学力の
向上」に挑戦し
ます 

子どもたちの学

力や学習・生活

の状況を客観的

に把握し、教育

指導の改善に生

かしている公立

小中学校の割合 

 70.0% 90.0% 95.0% 

1.00 

100% 

― 87.0% 92.7%   99.4%  

 

   

       

     

 

   

       

     

【＊進展度：Ａ（進んだ）、Ｂ（ある程度進んだ）、Ｃ（あまり進まなかった）、Ｄ（進まなかった）】 
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実践取組 実践取組の目標 
23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 

 
現状値 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

目標達成 
状況 

目標値 
実績値 

「地域に開か
れた学校づく
り」に挑戦しま
す 

地域住民等に
よる学校支援
に取り組んで
いる市町数 

 8 市町 27 市町 29 市町 

1.00 

29 市町 

― 26 市町 29 市町 29 市町  

「教職員の授
業力向上」に挑
戦します 

研修内容を「自
らの実践に活
用できる」とす
る教職員の割
合 

 91.0% 99.0% 99.5% 

0.99 

100% 

87.8.% 98.1% 98.2% 99.0%  

「安心して学
べる環境づく
り」に挑戦しま
す 

1,000 人あたり
の不登校児童
生徒数 

 11.4 人 11.2 人 11.0 人 

未確定 

10.8 人 

11.7 人 11.4 人 12.1 人 集計中  

 

（単位：百万円） 

 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 

予算額等 1,413 1,478 1,530 1,548 

 

平成 26 年度の取組概要 

①県民総参加による学力向上の取組をさらに充実させるため、「フォローアップイベント」を実施（12

月）。「第４回みえの学力向上県民運動推進会議」を開催（３月）。また、家庭での読書習慣や生活

習慣等を確立するための県 PTA 連合会と連携したチェックシートを活用した取組を小中学校で実

施（７月・11月）。さらに、推進会議委員を地域で開催される研修会等に派遣（３回：伊勢市、熊

野市、木曽岬町）したほか、県政だよりやホームページの活用等による県民運動の周知・啓発を推

進 

②まなびのコーディネーター＊（50 人）を活用して、地域の教育力を生かし、子どもたちの学びを地

域で支える「みえの学び場」づくりを推進（1,819 か所（３月 31日現在）） 

③図書館司書有資格者をモデル小中学校 11 校に配置し、学校図書館を活用した授業実践への支援や

ファミリー読書の取組を推進。また、高校生の思考力・判断力・表現力等の育成を図るため、ビブ

リオバトルを活用した読書活動を推進 

④全国学力・学習状況調査（以下「全国学調」という。）の問題や結果を活用した学校全体での授業

改善の推進及び指導改善の促進等を目的とした県指導主事等の学校訪問を拡充。また、国から小学

校国語の調査官を招聘して、年４回県内全小学校を対象とした研修会・授業研究を実施。さらに、

全国学調結果等の公表のためのモデル様式を作成し、市町教育委員会や学校による保護者や地域へ

の主体的な公表・説明を促進するとともに、市町の調査分析を支援 

⑤小中学校の児童生徒の学習状況をきめ細かく把握し授業改善に生かすため、「みえスタディ・チェ

ック」を実施 

⑥授業改善モデル（平成 25 年度作成）の活用を推進。また、授業や家庭学習等で活用できるワーク

シートを作成し、その活用を推進（９つの教科別プロジェクトチームを設置）。また、実践推進校

(100 校)に対して、非常勤講師の配置や授業改善の指導助言を行う学力向上アドバイザー（５名）

を派遣 
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⑦南北に長い本県の地理的状況、東紀州地域の市町指導主事の配置状況等から県尾鷲庁舎に県指導主

事３名を駐在させ、域内全小中学校訪問により、教員の授業改善への意識を高め、きめ細かな指導

につなげる支援を行うとともに、各市町の学力向上に係る研修会や校長会、教頭会で授業改善の具

体的な方法や学校全体としての組織的な取組についての指導・助言を実施 

⑧子どもたちの教育環境の充実のため、市町における土曜日等を活用した教育活動の実施状況、成果

や課題、効果的な取組事例等を取りまとめ、情報提供を行うなどして市町の取組を支援 

⑨科学好きの裾野を広げ、探究心や創造性に優れた人材を育成するため、中学生を対象とした「第２

回科学の甲子園ジュニア」三重県予選大会を開催（８月） 

⑩高校生の基礎的・基本的な学力の定着・向上を図るため、指定校（６校）において、研究実践を進

めるとともに、効果的な指導のあり方を検討し、その指導実践例を県内高校へ普及 

⑪高校における理数教育、英語教育の充実を図るため、Mie SSH（Super Science High School）指定

校（５校）や Mie SELHi（Super English Language High School）指定校（９校）で、研究実践を

進めたほか、小中高校と連携教育モデルを構築し、その成果を報告会等により県内高校へ普及 

⑫科学的な思考力・判断力・表現力等の育成を図るため、三重県高校科学オリンピック大会を開催（11

月）。平成 28年度に本県で開催する第 10回国際地学オリンピック日本大会（主会場:三重大学）に

向けて、気運の醸成を図るとともに、国の SSH や Mie SSH、「未来を拓く科学者育成プロジェクト」

等の各事業や高大連携等を進め、地学教育を充実 

⑬Mie SPH（Super Professional High School）指定校（６校）で、職業教育の充実に向けて、学科

間連携による商品開発、若手教員の技術力向上等を図るとともに、その成果を報告会等を通じて県

内高校へ普及 

⑭「グローバル三重教育プラン」に基づき、将来のグローバルリーダーとして主体的に行動する力の

育成や英語コミュニケーション力の向上を図るため、小学校段階からの英語教育の充実や英語使用

環境の創出等に取り組むとともに、高校においては、大学・産業界等と連携したテーマ別参加型講

演会等の実施、高校生の留学支援、英語キャンプの開催、SGH（Super Global High School）指定

校（１校）における課題解決型学習等の実施、ICT 機器を活用した双方向授業の研究などの取組を

促進 

⑮小学校において、子どもたちの英語コミュニケーション能力を効果的に育成するため、３市町（鈴

鹿市、津市、玉城町）のモデル校（８校）において、フォニックスやレゴブロック等を活用した英

語指導モデルの開発に向けた実践研究の実施。また、モデル校の教職員等による連絡協議会を年３

回実施し、フォニックスやレゴブロック等の活用に関する研修等を実施。さらに、全小学校の児童

に「聞く」、「話す」を中心とした英語コミュニケーション能力の素地を養うため、県オリジナルの

英語音声教材等を作成し、全公立小学校に配付して活用を推進 

⑯小学校１、２年生での 30 人学級（下限 25 人）、中学校１年生での 35 人学級（下限 25 人）を継続

するとともに、国の加配定数を活用し、引き続き小学校２年生の 36 人以上学級を解消 

⑰市町教育委員会を対象に「開かれた学校づくり推進協議会」を地域別に開催し、先進事例について 

の情報交換や、課題解決のための協議を実施（４地域各１回） 

⑱コミュニティ・スクール等の実践経験のある退職校長や学校運営協議会委員等(７名)を、「開かれた 

学校づくりサポーター」として学校や地域の研修会等に派遣（22回） 

⑲学校関係者評価の質を高めるため、学校関係者評価研修会を実施 

⑳保護者や地域住民等による学校関係者評価を全ての県立学校に導入し、学校関係者の学校運営への

参画を促すとともに、評価結果に基づく改善活動を支援 
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㉑子どもたちの教育環境の充実のため、各市町における土曜日等を活用した教育活動の実施状況、成

果や課題、効果的な取組事例等を取りまとめ、情報提供を行うなどして各市町教育委員会の取組を

支援 

㉒「地域による学力向上支援事業」では、保護者や地域住民等で構成する「学校支援地域本部」が中

心となり、教員経験者や大学生等の地域住民が、主に平日に授業での学習支援、放課後の学習指導

等を行う市町の取組を支援。また、「地域による土曜日等の教育支援事業」では、土曜日等に教員

経験者や大学生等の地域住民が学習支援や体験活動等を行う市町の取組を支援 

㉓「補習等のための指導員等派遣事業」では、教員経験者や大学生等の地域住民が授業や放課後、長

期休業期間中に補充的・発展的な学習等の指導を行う市町の取組を支援 

㉔若手教員一人ひとりの実践的指導力の向上を図るため、個々の教育課題に応じた研修（「スパイラ

ル研修」）を実施（41 講座:延べ受講者数 2,468 名のうち「自らの実践に活用できる」とする教員

の割合 94%） 

㉕子どもたちの学力向上のため、教員一人ひとりの授業力の向上を図るため、経験年数の異なる教員

（初任者、６年次・経験 11 年次教員 1,011 名）が相互に学び合う「授業実践研修」（年間４回延べ

268 講座）を実施（延べ 3,739 名のうち「自らの実践に活用できる」とする教員の割合 99.7%） 

㉖市町の小中学校 16 校を重点推進校に指定し、「授業研究担当者育成研修」を実施（集合研修４回実

施、学校支援延べ 77 回） 

㉗学校等の要請に応じて出前研修（校内研修推進：延べ 16 回、学校マネジメント：延べ３回）の実

施。教員一人ひとりの授業力を向上し、授業改善につなげるため、新たに、小学校国語の問題づく

りに係る出前研修を企画・実施（２回） 

㉘「グローバル三重教育プラン」に基づき、教員の英語力・実践的指導力の向上を図るための「英語

指導力向上集中研修」を延べ 12 講座実施（うち６講座はレゴブロックを用いた演習、延べ受講者

数 577 名、「自らの実践に活用できる」とする教員の割合 95%） 

㉙スクールカウンセラーについては、小学校で 32 校増やして、514 校（小学校 320 校、中学校 158

校、高校 36 校）に配置。特に、中学校区を単位とする重点地域（15 中学校区）に配置し、小中学

校間のスムーズな連携と教育相談体制を充実・活性化。また、スクールソーシャルワーカー７名を、

各学校からの派遣要請等に基づき派遣 

㉚いじめを許さない「絆」プロジェクトの事業推進校（29 中学校区）を指定して、プロジェクト会

議を開催（５回）し、実践交流を行うとともに、県内５小学校をモデル校として予防教育を実践。

学校におけるいじめの未然防止・早期対応、体罰の未然防止を支援。各学校において、児童生徒へ

のいじめのアンケート調査を学期に１回程度実施するとともに、９月に一斉アンケート調査を実施 

㉛子ども支援ネットワーク＊を構築し、相互が連携を密にしながら安心して学べる環境づくりを推進 

 

平成 26 年度の成果と残された課題（評価結果） 

①家庭での読書習慣や生活習慣等を確立するため、チェックシートの集中取組期間を２回（１回目：

７月 19 日～25日、２回目：11 月１日～７日）設定し、約８割の小中学校が期間中に実施しました。

また、「県民の日記念行事」の来場者にチェックシートを配付するなど、学力向上県民運動の啓発

を行ったほか、地域で開催される研修会等に、推進会議委員２名（延べ３回）を派遣しました。さ

らに、県民総参加による学力向上の取組を推進するため、「フォローアップイベント」（12 月）を

開催し、教育関係者等約 740 名の参加がありました。また、「第４回みえの学力向上県民運動推進

会議」（３月）を開催し、県民運動の中間的な総括を行うとともに、今後の取組の方向性等につい
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て議論しました。今後、「みえの学力向上県民運動」を一層充実させる必要があります。 

②まなびのコーディネーター（50 人）を各市町に配置して、1,819 か所において体験活動や読書活動

等を提供し、参加した延べ約 46,000 人の子どもの学力の素地づくりを行いました。今後とも、子

どもたちの多様な興味・関心に対応した学び場を確保できるよう、コーディネーターの研修やホー

ムページ等による情報提供を進める必要があります。 

③市町教育委員会と連携して小中学校 11 校に司書有資格者を派遣し、学習支援コーナーの設置、調

べ学習の支援など学校図書館の機能を授業に取り入れました。また、高校へのビブリオバトル（書

評合戦）の普及を推進し、県立 31 校と私立４校が地域大会（６地域）または県大会に参加しまし

た。今後も、読書活動をとおして子どもたちの感性や思考力を育み、学力の基盤を築くことが必要

です。 

④平成 26 年度全国学調結果については、全ての教科において、３年連続して全国の平均正答率を下

回り、特に、小・中学校ともに国語で大きな課題があります。そのため、国から小学校国語の調査

官を招聘して、年４回県内全小学校を対象とした研修会・授業研究を実施しました。また、全国学

調結果等の公表では、全ての市町及び全ての小中学校（小規模で個人が特定される恐れのある学校

を除く）で何らかの形で公表を行いました。県では２町に対して全国学調結果の分析支援をしまし

た。さらに、小学校を中心に県指導主事等による学校訪問（257 校/378 校）を行い、実態把握をす

るとともに、全国学調結果の危機意識の共有、校長のリーダーシップによる組織的な取組を促進し

ました。引き続き、学校・家庭・地域が一体となって、子どもたちの学力向上に取り組む必要があ

ります。 

⑤「みえスタディ・チェック」の実施率は、７月実施（試行）では約６割、年度内（10・11 月、２・

３月）では約８割であり、結果分析を市町教育委員会及び小中学校にフィードバックしました。ま

た、授業や家庭学習等で活用できるワークシートを作成し、ホームページへの掲載と活用の働きか

けを行いました。今後、各小中学校での全国学調、みえスタディ・チェック及びワークシート（以

下「３点セット」という。）の活用を徹底する必要があります。 

⑥学力の定着に課題を抱え主体的に課題改善に取り組む実践推進校(100 校)に対して、学力向上アド

バイザーの派遣は学力の底上げに有効であることから、非常勤講師の配置や授業改善の指導助言を

行う学力向上アドバイザー（５名）を派遣しました（実践推進校への派遣： 732 回、実践推進校

以外への派遣：46 校 102 回）。今後、さらに、非常勤講師や学力向上アドバイザーによる３点セッ

トの活用等の学力向上のための総合的な取組を進めます。 

⑦県教育委員会事務局内に「学力向上緊急対策チーム」を設置（10 月）するとともに尾鷲市駐在と

して指導主事を配置し、学力向上の取組を横断的・一体的に推進しました。また、尾鷲市駐在指導

主事の東紀州地域の研修会等への支援(11 回)等、学力向上の取組が充実するよう支援しました。

さらに、尾鷲市駐在指導主事の校内研修会等への支援(48 回)での指導・助言により、教員の意識

を高め、学習指導要領に基づく授業改善の必要性を周知しました。あわせて、東紀州地域全ての公

立小中学校の訪問(小学校 36 校、中学校 18校、小中 131 回)や校長会等で、児童生徒の実態に対す

る危機感を共有しました。今後、前年度周知した授業実践への学校全体の組織的な取組をより一層

充実させる必要があります。 

⑧「第２回科学の甲子園ジュニア」三重県予選大会に、23 校 45 チーム 135 名の中学生の参加があり

ました。今後さらに大会の周知を図り、科学好きの裾野を広げ、探究心や創造性に優れた人材育成

の充実につなげる必要があります。 

⑨高校生の基礎的・基本的な学力の定着・向上を図るため、指定校６校による合同研究協議会等を実
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施（５月、７月、12 月、２月）し、同様の課題を抱える学校間で協議を進めました。今後は、学

校間のネットワークづくりや効果的な授業展開の研究を進めます。 

⑩Mie SSH 指定校（５校）において、大学等と連携した講習会やセミナー、フィールドワーク、最先

端技術の研究を行う施設・研究室等での研修、高校生が企画する小中学生向け理科教室を実施しま

した（松阪高校：科学体験講座７回、桑名高校・上野高校：中学生体験講座各１回、神戸高校：高

校講座１回）。Mie SSH 指定校（５校）と SSH 指定校（２校）による生徒研究成果発表会を開催し、

各校の取組を共有するとともに、生徒のプレゼンテーション力等を高めました。Mie SELHi 指定校

（９校）で、小中学校及び大学等と連携した先進的な取組を共有するとともに、取組の成果を広く

指定校外の学校に普及させました。また、みえイングリッシュフォーラムを開催し、各校の特色

を生かした発表を行いました。次年度は、両事業とも最終年度を迎えることから、県内へ広く普

及させる方策を検討する必要があります。 

⑪第 10 回国際地学オリンピック日本大会を目指す生徒を育成するために、三重大学で開催される勉

強会（９回）に中高生 27 名が参加し、１名が第７回日本地学オリンピック予選を突破して本選に

出場しました。今後は、参加する生徒をさらに増やすとともに、本選を突破し、国際大会に出場で

きる力を育成する必要があります。 

⑫Mie SPH 指定校において、技能五輪全国大会へ向けた研修（四日市農芸高校）、課題研究における

ロボット開発（伊勢工業高校）、大学と連携した高度な資格取得への取組（四日市商業高校）、学科

が連携した活動（伊賀白鳳高校、相可高校）、商品の知的財産化に関する研究（津商業高校）に取

り組みました。また、職業系専門学科 11校を指定し、「専門高校生による小中学生チャレンジ講座」

を実施しました。今後も、指定校における研究実践の成果についての合同発表及び研究協議を行い、

実践成果の普及を行うとともに、各研究会での情報共有等を行う必要があります。 

⑬小学校の英語教育については、モデル校の教職員等を対象とした連絡協議会を年３回実施し、フォ

ニックスやレゴブロック等活用した指導方法に関する研修を行いました。今後も、モデル校の取組

状況に応じたきめ細かい指導・助言を行う必要があります。また、小学生向け英語音声教材「Joy Joy 

MIEnglish（ジョイ ジョイ ミーイングリッシュ）」（８月作成）をホームページに掲載（アクセス

数約 1,700 回（平成 27 年３月末現在））するとともに、音声教材の CD 及び指導マニュアルの冊子

を全公立小学校に配付し、活用を推進しました。今後は、本教材の計画的な活用への働きかけや、

具体的な活用方法等を紹介する必要があります。 

⑭グローバル人材を育成するため、大学教授等によるテーマ別参加型講演会、大学生や留学生を交

えたディスカッションなどを行う「みえ未来人育成塾」を実施しました（主に夏季休業中に４回）。

県内の高校生の留学について、長期留学５名（国費３名、県費２名）、短期留学 42 名（国費 33

名、県費 9 名）への支援を行いました。英語キャンプを実施し、120 名（小学生 44 名、中学生

37 名、高校生 39 名）が参加しました。SGH 指定校において、大学や企業と連携し、課題設定型学

習、英語ディスカッション講座や海外短期派遣等を通じて、グローバル化社会で主体的に活躍でき

る人づくりを進めており、この取組の成果を広く県内の学校に普及させる必要があります。タブレ

ットパソコンを活用した協働学習や双方向型の授業等、ICT を活用した新たな学びの手法を構築す

るため、亀山高校にタブレットパソコンを配置しました。今後も、主体性、共育力、語学力を育む

取組を推進する必要があります。 

⑮小学校１、２年生での 30 人学級（下限 25 人）、中学校１年生での 35 人学級（下限 25 人）を継続

することで、平成 26 年５月１日現在、小学校１年生では 90.5％、２年生では 90.0％の学級が 30

人以下となり、中学校１年生では 92.8％の学級が 35 人以下となりました。また、国の加配定数を
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活用し、引き続き小学校２年生の 36 人以上学級を解消しました。引き続き、子どもたちの実態や

各学校の課題に応じた教員定数の配置に努める必要があります。 

⑯開かれた学校づくりサポーターを学校や地域に派遣し、取組の推進に向けた助言を行いました（22 

回）。今後、コミュニティ・スクールや学校支援地域本部の取組の充実・拡大のため、積極的なサポ

ーターの活用を市町に働きかけるとともに、「開かれた学校づくり推進協議会」を地域別に開催し、

取組の情報交換や課題の解決方策についての協議を深めるなどする必要があります。 

⑰学校関係者評価研修会を実施し、学校関係者や教職員が実践事例を通して学校関係者評価について 

の理解を深めました。今後、より多くの学校関係者や教職員が理解を深め、学校関係者評価の質を 

高めるよう、継続的に研修を実施する必要があります。 

⑱平成 25年度の学校関係者評価等をもとに、県立学校が地域の関係者とともに進める改善活動に対し

て支援しました（支援校：17 校）。今後も、改善活動が適切に実施されるよう支援を行う必要があ

ります。 

⑲平成 26年度は、土曜日の授業が 22 市町で実施され、学力の向上、伝統、文化的な行事、道徳の時

間等で活用されました。今後は、土曜日の教育活動（土曜日の授業、土曜の課外授業及び土曜学習

をいう。以下同じ。）はもとより、放課後や長期休業期間等も一層活用し、学校・家庭・地域等の

連携の下で、子どもたちの教育環境の充実を図る必要があります。 

⑳若手教員対象の研修については、授業づくりや学級づくり、生徒指導等の基礎的な知識・スキルの

向上を図りました。研修での学びが以後の教育実践につながるよう、特に「コミュニケーション力」

や「同僚と協働する力」等を育むための研修プログラムの検討を進める必要があります。 

㉑授業づくりの基礎を学ぶ「授業実践研修」については、校種や教職経験の異なる者から学べること

から、受講者数が増加しており、研修の運営方法や研究協議の進め方等の改善が必要です。 

㉒「授業研究担当者育成研修」により、教員の資質向上と各学校の校内研修の活性化につなげました。

今後、県内全ての市町に重点推進校を広げる必要があります。 

㉓「出前研修（校内研修推進、学校マネジメント、小学校国語問題づくり）」において、授業研究を

中心とした研修を実施し、学校支援の充実につなげました。今後も、学校の要請に応じて出前研修

を実施する必要があります。 

㉔「グローバル三重教育プラン」に基づいた「英語指導力向上集中研修」により、英語の実践的指導

力や英語力の向上を図りました。研修内容が、教員の英語力を高め、子どもたちの学力向上につな

がるよう、より実践的で継続的な授業改善の取組にする必要があります。 

㉕暴力件数については、児童間や生徒間の暴力の増加が見られ、特定の児童生徒が暴力行為を繰り返

す傾向があり、要請に応じて、生徒指導特別指導員やスクールソーシャルワーカーを派遣し、学級

や学校が落ち着くなどの成果がありました。児童生徒や保護者の面談のほか、事例検討会や校内研

修など、状況に応じて、スクールカウンセラーの効果的な活用計画を立て、取組を進めました。今

後はさらに、小学校段階における不登校やいじめ等の問題行動への未然防止、早期対応を図る必要

があります。 

㉖いじめを許さない「絆」プロジェクトの事業推進校（中学校 29 校、小学校 79 校）において、アン

ケート調査等に基づく児童生徒の実態把握、実態に応じた対策、その分析などの、PDCA サイクル

による取組を進めました。また、プロジェクト会議を５回開催し、各校の具体的な取組等の交流や、

専門家による指導助言を受け、日常の教育実践に生かしました。このことにより、課題の情報共有

による取組の改善が進み、支援が必要な児童生徒が減少するなどの成果がありました。今後、いじ

めだけでなく、不登校や暴力行為等の問題行動全体に取組を生かす必要があります。 
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㉗子ども支援ネットワーク指定中学校区では、「放課後学習会」や「夏休み地域学習会」、「親子星空

ウォッチング」、「漁業農業体験学習」など地域の特色を生かした活動に取り組みました。指定中学

校区も含め、115 中学校区に子ども支援ネットワークが構築されましたが、さらに多くの中学校区

へ、教育的に不利な環境のもとにある子どもの自己肯定感を高める取組を拡げる必要があります。 

 

①平成 26 年度全国学力・学習状況調査の結果が危機的な状況であることを保護者や地域に伝え、学

校だけでなく地域と連携して取り組んでいく必要がある。 

②学力の向上には、児童生徒や教員、保護者をその気にさせることが重要である。地域と協力し合う

中で、自信を持ち、勉強するようになった児童生徒もいる。また、学力の向上には、学校の組織力

を高めることが効果的である。 

③児童生徒が授業内容を理解したいという気持ちにさせるには、教師だけでなく、PTA の協力も必要

である。 

④学校だけで課題を抱え込まずに、地域や PTA、子ども会などと連携して取り組むことが必要である。

そうすることで学校現場の活性化にもなる。 

⑤習熟度別授業を実施するのであれば、単に学年を分けるのではなく、個々の児童生徒がわからなく

なった授業内容や学年のところまで戻って指導していくべきであり、個別指導に人手が足りないの

であれば、地域の人材を活用すればよい。 

 

平成 27 年度の改善のポイントと取組方向 

①「みえの学力向上県民運動」の一層の充実を図るため、チェックシートを活用したキャンペーン期

間を２回から３回に拡充し、実施後の有効活用の促進により、家庭での読書習慣や生活習慣等の確

立の一層の充実を図ります。また、地域で開催される研修会等への推進委員の派遣を積極的に行い

ます。みえの学力向上県民運動の成果の検証を行う「成果発表県民大会」を開催（12 月頃予定）

するとともに、第５回みえの学力向上県民運動推進会議（３月頃予定）を開催します。 

②学び場の活動について、ホームページや推進会議等を通じて優良事例等の紹介を行うことにより、 

コーディネーター間での情報の共有や連携、高等教育機関等の教育資源の活用を図り、子どもたち 

の多様な興味・関心に応えた活動としていきます。 

③平成 27 年４月から施行した「第３次三重県子ども読書活動推進計画」に基づき、家庭、地域、学

校等における読書環境の整備、読書機会の提供、読書活動の啓発の３つの観点に沿った取組を、市

町教育委員会、高校等や家庭と連携して、社会全体で促進して、子どもの読書への興味・関心、意

欲の向上を図ります。 

④平成 26 年度全国学調の結果を踏まえ、各教科の平均正答率や無解答率等の課題解決のため、市町

教育委員会と危機感を共有し、校長のリーダーシップに基づく学校全体としての組織的な取組を推

進し、全小学校を含む約 400 校の学校訪問を積極的に行います。また、校長研修会を実施し、校長

のリーダーシップによる授業改善や地域と連携した教育活動を充実するための組織的な取組を促

進します。さらに、３点セットの全小中学校での浸透を図るなど、学力向上の取組を組織的に進め

るため、県教育委員会指導主事等による学校現場での授業実践を行います。加えて、全国学調の自

校採点の分析による早期からの授業改善の促進や、国の調査官を招聘しての講演会や授業研究の地

域別開催により、教員の指導力向上を進めます。調査結果については、定量的な方法による公表、

学校質問紙調査の公表についても促進し、課題を共有することで、学校・家庭・地域が一体となっ

新しい豊かさ協創プロジェクト推進会議における主な意見 
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て子どもたちの学力向上に取り組みます。 

⑤「みえスタディ・チェック」については、実効性を高めるため、現場の声や他県の状況等を踏まえ、

原則年１回（小５、中２のみ２月にも実施）とし、全ての小中学校での実施・活用を徹底します。

また、ワークシートを冬季休業までに約 1000 本に拡充し、３点セットを一体として活用すること

を促進し、相互の関連問題を整理して提示します。 

⑥実践推進校の非常勤講師の活用や学力向上アドバイザー等の派遣により、３点セットの活用や、テ

ィーム・ティーチング、習熟度別少人数の推進による、組織的・継続的な授業改善を支援します。

また、学習指導要領を踏まえた授業改善につなげるため、教職員が全国学調の問題を解き学校全体

で共有することや、全国学調やスタディ・チェックの問題を複数回・再実施すること等により、学

習内容の定着状況を把握します。さらに、学校や児童生徒の課題に応じ、非常勤講師を効果的に活

用し、小学校５年生、中学校２年生の国語、算数・数学を中心としたティーム・ティーチングや習

熟度別少人数指導等を計画的に実施します。 

⑦東紀州地域において尾鷲市駐在職員が中心となって、市町教育委員会との連携を密にし、学習指導

要領に基づく授業改善が進められるよう情報を共有するとともに、校内研修に課題のみられる学校

への重点指導を行います。また、市町教育委員会と連携して効果的に取組を進めるための支援体制

について検討を進めます。 

⑧科学好きの裾野を広げ、探究心や創造性に優れた人材を育成するため、「科学の甲子園ジュニア」三

重県予選大会の周知を図り、参加校等がさらに増えるよう市町教育委員会などへ働きかけます。 

⑨高校生の基礎的・基本的な学力の定着・向上を図るため、研究指定校や教育課程研究指定校等にお

ける授業改善など、実践研究の充実を図るとともに、その成果を普及啓発します。県立高校教員に

よる先進的な講義を行う「進学対策 HYPER 講座」を引き続き実施し、高い志を持って学習に励む高

校生の主体的に学び続ける意欲や態度の醸成を図ります。 

⑩Mie SSH 指定校、Mie SELHi 指定校、Mie SPH 指定校における組織的な取組を指定校以外の学校へ

普及させるため、指定校の教員が発表する成果報告会の充実を図ります。 

⑪三重大学等と連携し、第 10 回国際地学オリンピックに参加する生徒の育成や、ポスター等の配付、

シンポジウムの開催等により、広く中高生や県民に大会を PR します。また、国際科学オリンピッ

クに挑戦する気運を高めるため、自然科学に関するセミナーやシンポジウム等を開催します。 

⑫モデル校の教職員の英語指導力向上のため、フォニックス及びレゴブロックを活用した指導方法に

関する研修を引き続き計画的に実施します。また、レゴブロックの活用について、限られた時間内

でできる効率的な活動等を提案します。各モデル校の取組状況を定期的に把握し、学校全体の取組

となるよう、また学校に応じた適切な支援ができるよう市町教育委員会担当者とさらに連携します。 

小学生向け英語音声教材については、本教材の計画的な活用を働きかけるとともに、具体的な活用

方法等を紹介します。 

⑬グローバル人材を育成するため、「みえ未来人育成塾」の実施、高校生の留学、英語キャンプ、英

語インセンティブ拡大等の取組の充実・改善を図ります。SGH 指定校において、大学や企業と連携

し、社会課題についての討議や課題設定型学習、英語ディスカッション講座や海外短期派遣等を進

めるとともに、得られた取組の成果を県内の学校で共有します。高校における ICT を活用した新た

な学びの手法を構築するため、研究校において成果の検証を進めます。 

⑭小学校２年生以降の学級編制標準の引き下げについて、引き続き国に要望するとともに、子どもた

ちの実態や各学校の課題に応じた教員定数の効果的な配置に努めます。 

⑮コミュニティ・スクール等の取組は学力向上等にも効果があることから、小中学校でこれらの仕組
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みづくりを進め、学校支援活動が一層充実するよう、その成果を市町と共有し、連携して取組を進

めます。 

 ⑯「開かれた学校づくり推進協議会」を地域別に開催し、効果的な実践事例を普及するとともに、市

町と課題解決のための協議を行います。また、市町や学校へ開かれた学校づくりサポーターを積極

的に派遣したり、コミュニティ・スクールの視点を研修に位置づけたりするなど、取組の充実・拡

大を支援することで、地域や学校の状況に応じた開かれた学校づくりの取組を一層推進します。 

⑰県立学校における学校関係者評価に基づく改善活動を支援します。また、より多くの学校関係者や

教職員が、学校関係者評価の目的や実施内容について理解を深め、効果的に実施されるよう、研修

会の内容の充実を図ります。 

⑱平成 27 年度は全ての市町で土曜日の授業が実施される予定であり、実施回数は、月１回程度（年

間８回程度）が 20 市町と一番多くなっています。引き続き土曜日の授業の実施状況を把握し、取

組成果の普及を図るとともに、コミュニティ・スクールや学校支援地域本部、補習等のための指導

員等派遣事業、地域による土曜日等の教育支援事業等の活用に向けた情報提供や助言を含む支援を

通じて、市町と連携して、土曜日の教育活動はもとより、放課後や長期休業期間を活用した児童生

徒の学力向上等のための取組を推進します。 

⑲教職２～３年次研修については、受講者が個々の教育課題やニーズに応じた研修を選択することが

できるよう、研修内容の充実に努めます。 

⑳授業改善に向けた校内研修の活性化が図られるよう、「授業研究担当者育成研修」をより実践的な

研修プログラムに改善するとともに、県内の学校に研修成果を普及します。 

㉑研修企画担当者会を年３回開催するなど、市町教育研究所との連携をより密接にするとともに、ブ

ロック別研修の中心テーマを「学力向上」とし、その内容の充実を図ります。 

㉒学校が組織的に授業改善に向けた取組を推進できるよう「出前研修（校内研修推進、学校マネジメ

ント）、小学校国語の問題づくり）」を実施します。 

㉓小学校における英語教育の中核となる教員及び中・県立学校のすべての英語教員を対象として、「英

語教育推進リーダー中央研修」（文部科学省）の内容を普及するとともに、実践的な英語指導力、

英語力の向上を図る新たな悉皆研修を実施します。 

㉔国の「スクールカウンセラー等活用事業」を活用して、学校教育相談体制の充実を図り、小学校を

中心にスクールカウンセラーの配置を拡充するとともに、中学校区単位での配置時間数の調整など、

より柔軟な運用を行います。また、子どもの貧困対策への対応や不登校、いじめなどの未然防止・

早期対応に向けて、市町教育委員会及び各学校と連携して、スクールカウンセラーやスクールソー

シャルワーカーなどが連携してチームで対応する体制をさらに充実させます。 

㉕不登校やいじめ等の問題行動の未然防止に向けて、児童生徒の実態把握を基盤とした PDCA サイク

ルによる集団づくりの取組を継続します。不登校やいじめ等の問題行動への未然防止、早期対応を

図るため、小学校段階からスクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーの活用を促進する

ため、教職員の研修を充実させます。スクールカウンセラーを各中学校区に配置し、いじめの未然

防止や早期発見、早期対応を図るとともに、必要に応じてスクールソーシャルワーカーや、複数の

専門家で編成するサポートチームを学校に派遣し、いじめの解決に取り組みます。また、「いじめ

防止条例（仮称）」の制定について、関係部局との連携のもと検討を進めます。 

㉖新たに８指定中学校区に子ども支援ネットワークを構築し、教育的に不利な環境のもとにある子ど 

もを支援する活動に取り組みます。さらに、市町教育委員会と連携し、指定中学校区の優れた取組 

をもとに他の中学校区への普及を図ります。 
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２ 平成２８年度三重県立高等学校募集定員総数の策定について 

 

 １ 全日制課程 

   (1) 県内における平成 28 年 3 月の中学校卒業予定者は、平成 27 年 3 月の卒

業者 17,797 人に比べ、47 人増加し、17,844 人となることが予想されま

す。 

 

   (2) 平成 28 年度の県内全日制高等学校への入学者数の算定にあたっては、

前年度の本県高等学校進学状況の実績及び県内中学校 3 年生の進路希望

状況等を勘案して、全日制進学率を 92.1 %、流出入率を 98.6 % としまし

た。その結果、平成 28 年度県内全日制高等学校入学者数を前年度の 16,196 

人に比べ 8 人多い、16,204 人と見込みました。 

 

   (3) このことから、県立高等学校全日制募集定員総数は、前年度の入学状況

の実態や県内私立高等学校の募集定員等を踏まえて、前年度と同じ 12,600 

人とすることとしました。 

 

 ２ 定時制課程 

   前年度と同数の 770 人を募集することとしました。 

 

 ３ 通信制課程 

   前年度と同数の 500 人を募集することとしました。 

 

《 参 考 》           

  中学校卒業者数の推移と予測  平成 27 年 5 月 1 日 教育政策課調べ 

    H27.3 H28.3 H29.3 H30.3 H31.3 H32.3 H33.3 H34.3 H35.3 H36.3 

    卒 業 現中３ 現中２ 現中１ 現小６ 現小５ 現小４ 現小３ 現小２ 現小１ 

県

内 

合

計 

卒業者数 17,797  17,844  17,499  17,390  16,723  16,383  15,652  16,145  15,982  15,872  

前年度対比 -585  47  -345  -109  -667  -340  -731  493  -163  -110  

H27.3 対比   47  -298  -407  -1,074  -1,414  -2,145  -1,652  -1,815  -1,925  
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前年度実績値 前年度計画値

 Ａ中学校卒業見込み生徒数 （人） 17,844 17,797 17,797 47

 Ｂ進学率 （％） 92.1 90.4 92.2 -0.1

 Ｃ進学者数 （人） 16,434 16,086 16,409 25

全  Ｄ流出入率 （％） 98.6 98.5 98.7 -0.1

日  Ｅ県内高校への入学者数 （人） 16,204 15,620 16,196 8

制  Ｆ県立高校募集定員 （人） 12,600 12,403 12,600 0

 Ｇ県内私立高校の募集定員 （人） 3,660 3,438 3,635 25

 Ｈ県内公私立高校の総定員 （人） 16,260 15,841 16,235 25

定  Ｉ進学率 （％） 2.3 2.2 2.3 0.0

時  Ｊ進学者数 （人） 410 394 409 1

制  Ｋ県立高校募集定員 （人） 770 451 770 0

特別  Ｌ進学率 （％） 0.9 0.8 0.9 0.0

支援  Ｍ進学者数 （人） 161 148 160 1

77.8：22.6 78.3:21.7 77.8:22.4

（参考）

高  Ｏ進学率 （％） 2.2 2.2 2.2 0.0

専  Ｐ進学者数 （人） 393 386 392 1

 Ｑ進学者総数 （人） 17,398 17,014 17,370 28

 Ｒ総進学率 （％） 97.5 95.6 97.6 -0.1

 Ｎ 県内高校への入学者数に対する公私比率

過去３年の平均

Ｑ＝Ｃ＋Ｊ＋Ｍ＋Ｐ

 Ｈ = Ｆ＋Ｇ

過去３年の平均

過去３年の平均

この項のみ前年度実績対比

 C = A × B / 100

過去３年の平均

 E = C × D / 100

項目 数値
説明事項

備　考
前年度計画値

との対比
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三重県中学校卒業者数の推移と予測（含社会増） 平成27年5月1日  教育政策課調べ                         

中学生の卒業年月 
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三重県　中学校卒業者数の推移と予測（含社会増）
     

H 24.3 H 25.3 H 26.3 H 27.3 H 28.3 H 29.3 H 30.3 H 31.3 H 32.3 H 33.3 H 34.3 H 35.3 H 36.3
             卒業 卒業 卒業 卒業 現中3 現中２ 現中１ 現小６ 現小５ 現小４ 現小３ 現小２ 現小１

卒業者数 2,164 2,129 2,252 2,203 2,131 2,130 2,017 2,033 1,974 1,929 1,982 1,966 1,914
桑名 前年度対比 -35 123 -49 -72 -1 -113 16 -59 -45 53 -16 -52

H27.3対比 -72 -73 -186 -170 -229 -274 -221 -237 -289
卒業者数 3,751 3,922 3,925 3,786 3,851 3,829 3,846 3,613 3,577 3,396 3,600 3,410 3,457

四日市 前年度対比 171 3 -139 65 -22 17 -233 -36 -181 204 -190 47
H27.3対比 65 43 60 -173 -209 -390 -186 -376 -329

卒業者数 5,915 6,051 6,177 5,989 5,982 5,959 5,863 5,646 5,551 5,325 5,582 5,376 5,371
小計 前年度対比 136 126 -188 -7 -23 -96 -217 -95 -226 257 -206 -5

H27.3対比 -7 -30 -126 -343 -438 -664 -407 -613 -618

卒業者数 2,508 2,473 2,657 2,573 2,646 2,492 2,538 2,472 2,397 2,214 2,415 2,233 2,447
鈴鹿 前年度対比 -35 184 -84 73 -154 46 -66 -75 -183 201 -182 214

H27.3対比 73 -81 -35 -101 -176 -359 -158 -340 -126
卒業者数 2,889 2,777 2,808 2,758 2,691 2,670 2,668 2,638 2,670 2,572 2,495 2,615 2,600

津 前年度対比 -112 31 -50 -67 -21 -2 -30 32 -98 -77 120 -15
H27.3対比 -67 -88 -90 -120 -88 -186 -263 -143 -158
卒業者数 1,643 1,607 1,627 1,496 1,597 1,515 1,505 1,445 1,412 1,383 1,385 1,373 1,387

伊賀 前年度対比 -36 20 -131 101 -82 -10 -60 -33 -29 2 -12 14
H27.3対比 101 19 9 -51 -84 -113 -111 -123 -109

卒業者数 7,040 6,857 7,092 6,827 6,934 6,677 6,711 6,555 6,479 6,169 6,295 6,221 6,434
小計 前年度対比 -183 235 -265 107 -257 34 -156 -76 -310 126 -74 213

H27.3対比 107 -150 -116 -272 -348 -658 -532 -606 -393

卒業者数 1,977 2,066 2,025 1,982 2,009 1,977 2,015 1,914 1,912 1,792 1,874 1,941 1,843
松阪 前年度対比 89 -41 -43 27 -32 38 -101 -2 -120 82 67 -98

H27.3対比 27 -5 33 -68 -70 -190 -108 -41 -139
卒業者数 2,558 2,452 2,398 2,319 2,278 2,272 2,191 2,074 1,962 1,840 1,875 1,957 1,749

伊勢 前年度対比 -106 -54 -79 -41 -6 -81 -117 -112 -122 35 82 -208
H27.3対比 -41 -47 -128 -245 -357 -479 -444 -362 -570
卒業者数 355 328 309 340 289 277 276 243 227 247 247 216 209

尾鷲 前年度対比 -27 -19 31 -51 -12 -1 -33 -16 20 0 -31 -7
H27.3対比 -51 -63 -64 -97 -113 -93 -93 -124 -131
卒業者数 379 366 381 340 352 337 334 291 252 279 272 271 266

熊野 前年度対比 -13 15 -41 12 -15 -3 -43 -39 27 -7 -1 -5
H27.3対比 12 -3 -6 -49 -88 -61 -68 -69 -74

卒業者数 5,269 5,212 5,113 4,981 4,928 4,863 4,816 4,522 4,353 4,158 4,268 4,385 4,067
小計 前年度対比 -57 -99 -132 -53 -65 -47 -294 -169 -195 110 117 -318

H27.3対比 -53 -118 -165 -459 -628 -823 -713 -596 -914

卒業者数 18,224 18,120 18,382 17,797 17,844 17,499 17,390 16,723 16,383 15,652 16,145 15,982 15,872
県内合計 前年度対比 -104 262 -585 47 -345 -109 -667 -340 -731 493 -163 -110

H27.3対比 47 -298 -407 -1,074 -1,414 -2,145 -1,652 -1,815 -1,925

  

平成27年5月1日 教育政策課調べ
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３ 第２５回全国産業教育フェア三重大会について 

「さんフェアみえ２０１５」 

 

１ 趣 旨 

産業界等との連携のもと、地域や日本の未来を担い、グローバルに活

躍する職業人の育成を目指す産業教育の一層の振興を図るとともに、専

門高校等の特色ある教育活動の成果と魅力を広く発表します。 

 

２ 基本方針 

(1) 生徒の挑戦する意欲を喚起 【Motivation】   

全国の専門高校生等が一堂に会し、展示・発表等をとおして互いに

広い視野と創造力を養い、自ら考え挑戦する意欲や他と協働し未来を

切り拓く「志」と「匠」を育むフェアとします。 

(2) 学校・地域・産業界が相互に交流 【 Interaction】  

学校・地域・産業界が一体となり、地域や日本の未来を担う職業人

を育成するとともに、産業教育の魅力を全国に発信する、皆をつなげ

皆がつながるフェアとします。 

(3) 次代に向けた産業教育の発展・進化 【Evolution】  

急激な社会のグローバル化への対応や持続可能な社会づくりを視

野に入れた、次代の産業教育のあり方を提案するフェアとします。 

 

３ 大会テーマ 

  「 常
と こ

若
わ か

の地から響け！挑戦・交流・進化の想い」 

 

４ 主 催 

第２５回全国産業教育フェア三重大会実行委員会、文部科学省、 

三重県、三重県教育委員会、公益財団法人産業教育振興中央会、 

全国産業教育振興会連絡協議会、三重県産業教育振興会、伊勢市、 

鳥羽市、多気町、伊勢市教育委員会、鳥羽市教育委員会、 

多気町教育委員会 

 

５ 開催日程及び会場  

平成２７年１０月３１日（土）、１１月１日（日） 

  三重県営サンアリーナ、 

三重交通Ｇスポーツの杜伊勢（三重県営総合競技場）体育館、 

三重県立相可高等学校、鳥羽港 
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６ 内 容 

作品展示：全国の専門高校等の生徒による作品展示、県内中学校の生 

徒による作品展示  

販売：農業学科生徒の生産物販売、商業学科生徒の開発商品販売等 

競技会等：全国高等学校ロボット競技大会 

全国高校生介護技術コンテスト 

全国高校生フラワーアレンジメントコンテスト 

全国高校生クッキングコンテスト                 

発表会：県内高校生によるファッションショー 

研究発表：全国作品・研究発表、全国意見・体験発表 等 

体験コーナー：県内高校生等によるものづくり教室、 

キッズビジネスタウン、乗船体験、 

健康チェック、プログラミング体験 等 

 

７ 参加者等 

  全国の専門高校等の生徒、県内特別支援学校高等部及び中学校生徒 

  来場者総数 延べ約１０万人の見込み（観覧者などを含む。）  

 

８ 三重大会の特色 

(1) 作品展示 

専門高校等で学ぶ全国の高校生等が実習・課題研究等で製作した作

品や研究成果を、学科の枠を越えて、挑戦（Motivation）、交流

(Interaction)、進化(Evolution)のテーマに分けて展示します。 

 (2) さんフェアみえ白熱トーク 

専門高校等で学ぶ全国の高校生が「地域活性化」等をテーマとして、

まちづくり仕掛け人等の講義を受け、ディスカッションなどを行うこ

とにより、次代の産業を支える「志」を育成します。 

(3) 地域企業等との連携 

小中学校や高校の児童生徒がものづくりのおもしろさや大切さを体

感するため、地元製造業事業所と連携したコマ大戦（自身が作成した

コマを用いて、１対１で戦う大会）を開催します。 

 また、来場者を対象に、三重らしさが伝わるおもてなしを発信する

ため、地元和菓子・洋菓子関連の事業所と連携し、物産のスペースを

設置することを検討しています。 

 

９ 生徒実行委員会の取組状況 

 生徒実行委員会（２０名）を組織し、大会全体の企画・運営の準備に  

取り組んでいます。 

 全９回の会議を予定しています。 
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なお、今後の広報活動は以下のとおりです。 

(1) 大会１００日前イベント（７月２５日（土））を伊勢市内で実施 

(2) 文部科学省主催の平成２７年度「子ども霞ヶ関見学デー」 

（７月２９日（水）、３０日（木））への参加  
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４ 審議会等の審議状況について（平成 27年 2月 16日～平成 27年 6月 2日） 
 

１ 三重県教育改革推進会議 

 

１ 審議会等の名称  三重県教育改革推進会議 第１回第１部会 

２ 開催年月日  平成２７年５月１２日 

３ 委員  部会長  山田 康彦 
 委 員   梅村 光久  他８名 （出席者計１０名） 

４ 諮問事項 次期三重県教育ビジョン（仮称）の策定について 

５ 調査審議結果 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

昨年度から継続して審議している次期三重県教育ビジョ

ン（仮称）について、今年度の審議の進め方の確認を行うと

ともに、 

・重点取組「学力の向上」 

「グローカル人材の育成」 

・基本施策「確かな学力と社会への参画力の育成」に関する

６施策 

・基本施策「信頼される学校づくり」に関する５施策 

・基本施策「多様な主体による教育の推進と文化財の保護」

に関する３施策 

の取組内容や数値目標等について、審議しました。 

 

（主な意見） 

・数値目標の中には、現状値が既に十分高いものがあるの

で、そのような項目では、質に注目する必要があるので

はないか。 
・学力向上に関する数値目標には、正答率の分布をみる指

標や子どもたちの意欲・主体性を測る指標もあった方が

よい。 
・選挙権が１８歳以上になることは教育にとって大きな転

換点である。政治の役割がわかるような身近な事例を用

いて、子どもたちに有権者の義務を教えていくことが大

切である。 
・開かれた学校づくりを進めていくためには、学校が保護

者を受け入れるだけではなく、学校が地域に出向いてい

くことも必要ではないか。 
 

６ 備考 次回開催予定： 
 第１回全体会  平成２７年 ６月２２日   
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１ 審議会等の名称  三重県教育改革推進会議 第１回第２部会 

２ 開催年月日  平成２７年５月１４日 

３ 委員  部会長  栗原 輝雄 
 委 員   泉 みつ子  他８名 （出席者計７名） 

４ 諮問事項 次期三重県教育ビジョン（仮称）の策定について 

５ 調査審議結果 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

昨年度から継続して審議している次期三重県教育ビジョ

ン（仮称）について、今年度の審議の進め方の確認を行うと

ともに、 

・重点取組「体力の向上と学校スポーツの推進」 

「特別支援教育の推進」 

「誰もが安心できる学び場づくり」 

・基本施策「豊かな心の育成」に関する５施策 

・基本施策「健やかな体の育成」に関する３施策 

・基本施策「安全で安心な教育環境づくり」に関する６施策 

の取組内容や数値目標等について、審議しました。 

 

（主な意見） 

・命の教育や自尊感情を高めることは重要である。それら

にかかる考え方や具体的な取組を盛り込んではどうか。 
・市町が地域性を生かして行っている郷土教育の取組には

良いものが多いので、県がとりまとめて情報発信しては

どうか。 
・食育の推進にあたっては、他の命をいただいているとい

う感謝の心や、「もったいない」という日本人の美しい価

値観を教えていくことも重要である。 
・運動部活動の活性化にあたっては、体罰の問題や運動部

顧問の負担にかかる課題についても考え方を整理したう

えで、推進してほしい。 
・不登校児童生徒への支援では、学力保障や進路保障につ

いてもしっかりと記述するべきである。 
 

６ 備考 次回開催予定：  
第１回全体会  平成２７年 ６月２２日   
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２ 三重県教科用図書選定審議会 

 

１ 審議会等の名称  第１回三重県教科用図書選定審議会 

２ 開催年月日  平成２７年４月２８日 

３ 委員 
 
 

 会 長 藤田 達生 
 副会長 福田 徳生 
 委 員 小野 礼子  他１７名 （出席者計１７名） 

４ 諮問事項 
平成２８年度から中学校で使用する教科用図書の採択

について 

 
 
 
５ 調査審議結果 
 
 
 
 
 

平成２８年度から中学校で使用する教科用図書の採択

について、市町教育委員会等に対して指導、助言又は援

助するための資料として、以下の（１）～（４）につい

て審議を行い、了承されました。 
（１）教科用図書採択地区協議会規約例について 
（２）教科用図書採択地区における中学校で使用する教 

科用図書の採択基準について 
（３）三重県教科用図書選定審議会調査員の調査実施項 

目について 
（４）三重県教科用図書選定審議会調査員の選任につい 

て 
 

 
６ 備考 
 

 
次回開催予定：第２回 平成２７年６月１８日 
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３ 三重県いじめ対策審議会 

 

１ 審議会等の名称  三重県いじめ対策審議会 

２ 開催年月日  平成２７年３月１８日 

３ 委員 
 
 

 会 長 齋藤 洋一 
 副会長 尾高 健太郎 

  他 ３名 （出席者 計５名）  

４ 諮問事項 いじめ防止の取組について 

５ 調査審議結果 
 
 
 
 
 
 
 
 

 平成２６年９月に実施した「いじめ問題に関する児童

生徒の実態把握並びに教育委員会及び学校の取組状況

に係る調査」結果について報告しました。また、平成 
２６年度の指導上困難な課題があったいじめ事案への

対応について協議し、いじめの未然防止や早期解決に向

けて、専門的な立場からご意見をいただきました。 
 
（主な意見） 
・いじめの認知件数の増減だけでは、取組を評価する 
ことは難しいが、アンケート調査等の取組を行い、公

表すること自体が、いじめの抑止につながっていると

も考えられる。 
・事案の背景を理解した初期対応が重要である。事実 
確認を慎重に行い、スクールカウンセラーや電話相 
談等を活用し、子どもの声を受け止める窓口を増や 
していく必要がある。 

６ 備考 
 

  
次回開催予定：未定 
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４ 三重県社会教育委員の会議 

 

１ 審議会等の名称  三重県社会教育委員の会議 

２ 開催年月日  平成２７年３月３日 

３ 委員  座長 東福寺 一郎 
 委員 長 島  洋  他４名 （出席者６名） 

４ 諮問事項 「高等教育機関における学びを地域で活かす仕組みづく

りと社会教育の推進」について 

５ 調査審議結果 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「高等教育機関における学びを地域で活かす仕組みづくり

と社会教育の推進」について審議しました。 
 
（主な意見） 
・県内の大学、高専等に学ぶ学生の知識や技能を、小中高

校生や公民館事業等の教育活動に活用するためのプログ

ラムについては、学生たちが若い発想で新しく企画する

ことにより、子どもたちの知的好奇心を引き出すことが

可能になり、公民館活動の活性化も期待できるなど、児

童・生徒、公民館、学生のそれぞれの立場から見て有用

である。 
・学生、社会教育委員、市町職員、公民館関係者等の交流

事業として実施している社会教育実践交流広場「地域と

関わる学生」については、学んだことを活かしたり、多

くの人にプレゼンテーションをしたりすることで、学生

自身の幅を広げる良い機会である。 
 

６ 備考  次回開催予定：平成２７年 7 月 
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